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(57)【要約】
【課題】プロセスにおけるパラメータを監視する。
【解決手段】プロセスにおけるパラメータを監視する方
法と装置によって、監視対象パラメータを例えば監視ア
プリケーションに伝送する際の消費電力と帯域幅要件が
低下する。特に、最後に行われたパラメータの通信以降
に、測定または計算されたパラメータと、最も最近伝送
された値との間の違いが限界を越えた時だけ、または、
最後に行われたパラメータの通信からの時間が事前に設
定されているリフレッシュ周期を越えた時だけに、新し
い監視パラメータ値が伝送される。パラメータを伝送す
るかどうかに関する決定は、工学単位値または生の（未
処理・未変換の）値に適用できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークと、
　通信ネットワークに通信可能に接続された第１の装置に設けられている監視アプリケー
ションと、
　通信ネットワークに通信可能に接続されたプロセス制御装置と、
　を備えるプロセスを監視するためのシステムであり、
　該プロセス制御装置が、
　監視の対象となっているパラメータ用に一連の値を取得するように動作する処理装置を
含み、
　差信号を作成するために監視対象の信号が前回に監視アプリケーションに伝送された理
由であるところの該監視対象のパラメータの前回の値に対して該監視対象のパラメータの
新しい値を比較し、
　該差信号を差閾と比較して、
　監視対象パラメータの新規値を示すさらなる監視対象信号を、差信号が差閾を越えた場
合に通信ネットワークを介して監視アプリケーションに伝送する、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　プロセス制御装置の処理装置が、
　さらに現在の時間と監視アプリケーションに前回伝送された監視対象信号に関連する時
間との間の時間差を計算するように動作し、
　その時間差を時間閾値と比較して、
　たとえ差信号が差閾を越えなくとも時間差が時間閾値を越えた場合に、監視対象パラメ
ータの新規値を示すさらなる監視対象信号を、通信ネットワークを介して監視アプリケー
ションに伝送する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　プロセス制御装置の処理装置が、
　さらに現在の時間と監視アプリケーションに前回伝送された監視対象信号に関連する時
間との間の時間差を計算するように動作し、
　その時間差を時間閾値と比較して、
　たとえ差信号が差閾を越えなくとも時間差が時間閾値を越えた場合に、通信ネットワー
クの作動可能性（オペラビリティ）を示す心拍信号を、通信ネットワークを介して監視ア
プリケーションに伝送する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　監視対象パラメータの新規値および監視対象パラメータの前回値が原単位にて表される
ことを特徴とし、且つ
　差信号が差閾を越えた場合にプロセス制御装置の処理装置が監視対象パラメータの新規
値を新しい単位基準に変換することを特徴とし、且つ
　監視対象パラメータの新規値を示すさらなる監視対象の信号に、新しい単位基準に変換
された監視対象パラメータの新規値が含まれることを特徴とする、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　監視対象パラメータの新規値および監視対象パラメータの前回値が、原単位で表わされ
ることを特徴とし、且つ、
　プロセス制御装置の処理装置が、監視対象パラメータの新規値を示すさらなる監視対象
の信号を通信ネットワークを介して監視アプリケーションに送信する場合にだけ、監視対
象パラメータの新規値を新しい単位基準に変換することを特徴とする、
　請求項１に記載のシステム。
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【請求項６】
　プロセス制御装置がフィールド装置であることを特徴とする請求項１に記載のシステム
。
【請求項７】
　プロセス制御装置がセンサであり、そして監視対象パラメータは、測定されたプロセス
変数であることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　プロセス制御装置には、複数の入力を使用して変数値を計算するコンピュータ処理ユニ
ットが含まれることを特徴とし、且つ、
　監視対象パラメータが、その計算された変数値であることを特徴とする、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　複数の入力の一つが、測定されたプロセス変数であることを特徴とする請求項８に記載
のシステム。
【請求項１０】
　通信ネットワークがワイヤレス通信ネットワークであることを特徴とする請求項１に記
載のシステム。
【請求項１１】
　処理装置が、監視対象パラメータ用に、監視対象パラメータの規則的に時間間隔をあけ
た（regularly spaced-in-time）一式の値として一連の値を取得することを特徴とする請
求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　監視対象の信号用の値を複数回取得することと、
　初回に収集された監視対象信号の値と、前回信号が通信ネットワークを介してモニタリ
ングユニットに伝送された理由であるところの監視対象信号の値との間の違いを示す差信
号を計算することと、
　差信号を差閾と比較することと、
　初回収集された監視対象信号の値を示す信号を、差信号が差閾を越えた場合に通信ネッ
トワークを介して監視ユニットに伝送することと、
　を含む、プロセスを監視する方法。
【請求項１３】
　差信号が差閾を越えた場合に、初回収集された監視対象信号の値を示す信号を生成すべ
く、初回収集された監視対象信号の値を、監視対象信号を表す原単位から工学単位に変換
することをさらに含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　初回収集された監視対象信号の値を示す信号の伝送には、初回収集された監視対象信号
の値を示す信号を、ワイヤレス通信チャネルを介して監視ユニットにワイヤレス方式で伝
送することが含まれることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　通信ネットワークを介して監視ユニットに前回伝送された監視対象信号の値を示す信号
に関連する経過時間をトラッキング（追跡）することと、
　経過時間を時間閾値と比較することと、
　差信号が差閾を越えなくとも経過時間が時間閾値より大きい場合に、初回収集された監
視対象信号の値を示す信号を、通信ネットワークを介して監視ユニットに伝送することと
、
　をさらに含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　監視対象信号用に値を複数回取得することには、計算されたデータ値を該複数回の各々
にて取得することが含まれることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
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　初回に収集された監視対象信号の値と、前回信号が通信ネットワークを介してモニタリ
ングユニットに伝送された理由であるところの監視対象信号の値との間の違いを示す差信
号を計算することには、初回収集された監視対象信号の値と、前回監視ユニットに伝送さ
れた監視対象信号の値とを原単位で表わされたものとして比較することが含まれる、こと
を特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　監視対象信号用に値を複数回取得する同じフィールド装置内で第２の監視対象信号用に
値を第２の複数回取得することと、
　初回収集された第２の監視対象信号の値と、信号が通信ネットワークを介して監視ユニ
ットに前回伝送された理由である第２の監視対象信号の値との間の違いを示す第２の差信
号を計算することと、
　第２の差信号を第２の差閾と比較することと、
　初回収集された第２の監視対象信号の値を示す第２の信号を、第２の差信号が第２の差
閾を越えた場合に通信ネットワークを介して監視ユニットに伝送することと、
　をさらに含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　初回に収集された監視対象信号の値と、前回信号が通信ネットワークを介してモニタリ
ングユニットに伝送された理由であるところの監視対象信号の値との間の違いを示す差信
号を計算することには、初回収集された監視対象信号の値と、工学単位で監視ユニットに
前回伝送された監視対象信号の値とを比較することが含まれることを特徴とする請求項１
２に記載の方法。
【請求項２０】
　プロセスパラメータを複数回の各々で測定することと、
　複数回のうち最近の一回における測定されたプロセスパラメータの絶対値（ｍａｇｎｉ
ｔｕｄｅ）と、複数回の前回の一回における測定されたプロセスパラメータの絶対値との
間の違いを示す差信号を計算することと、
　差信号を差閾と比較することと、そして
　差信号が差閾より大きな場合には、複数回のうち最近の一回における測定されたプロセ
スパラメータの絶対値を異なる単位基準に変換して、該変換された複数回のうち最近の一
回における測定されたプロセスパラメータの絶対値を、通信ネットワークを介して監視ユ
ニットに伝送することと、
　を含む、プロセスを監視する方法。
【請求項２１】
　変換された複数回のうち最近の一回における測定されたプロセスパラメータの絶対値を
監視ユニットに伝送することには、変換された複数回のうち最近の一回における測定され
たプロセスパラメータの絶対値を監視ユニットにワイヤレス通信ネットワークを介して伝
送することが含まれる、ことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　複数回のうち最近の一回における測定されたプロセスパラメータの絶対値を異なる単位
基準に変換することには、該プロセスパラメータの絶対値を、プロセスパラメータの物理
的な性質を示す工学単位で表わされた絶対値に変換することが含まれる、ことを特徴とす
る請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　複数回の最近の一回に係るプロセスパラメータに関連する時間と、監視ユニットに伝送
されたプロセスパラメータの前回の変換済み絶対値に関連する時間との間の経過時間をト
ラッキング（追跡）することと、
　経過時間を時間閾値と比較することと、
　そして、経過時間が時間閾値より大きい場合には、
　（１）　複数回の最近の一回におけるプロセスパラメータの絶対値を異なる単位基準に
変換することと、
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　（２）　複数回の最近の一回におけるプロセスパラメータの変換済み絶対値を、通信ネ
ットワークを介して監視ユニットに伝送することと、
　をさらに含む請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　複数回の最近の一回に係るプロセスパラメータに関連する時間が、該複数回の最近の一
回に係るプロセスパラメータが測定される時間であることを特徴とし、且つ、
　監視ユニットに伝送されたプロセスパラメータの前回の変換済み絶対値（ｍａｇｎｉｔ
ｕｄｅ）に関連する時間が、該プロセスパラメータの前回の変換済み絶対値（ｍａｇｎｉ
ｔｕｄｅ）に関連するプロセスパラメータが測定される時間であることを特徴とする、請
求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　プロセス工場内のデータをワイヤレス方式で伝送する方法であり、
　プロセス工場内において一つ又は複数のパラメータ値を複数回監視することと、
　該複数回の各々に関連する解析結果を生成すべく、一つ又は複数の監視対象パラメータ
値を使用して分析を実行することと、
　複数回の最初の一回に関連する解析結果の値と、ワイヤレス通信ネットワークを介して
監視ユニットに一つ又は複数の分析信号が前回伝送された理由であるところの複数回の前
回の一回に関連する解析結果の値との間の違いを示す差信号を計算することと、
　複数回の最初の一回の分析に関連する分析信号の一つ又は複数を、差信号に基づきワイ
ヤレス通信ネットワークを介して送信するかどうかを決定することと、
　を含む方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概してプロセス監視システムに関し、より具体的には、プロセス監視システ
ムにおけるワイヤレスの且つ又は非周期的な制御通信の伝送および処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、化学薬品の処理工程や石油精製またはその他の処理工程において使用されるよ
うなスケーラブルなプロセス制御システムまたは分散型プロセス制御システムなどのプロ
セス制御システムは一つ又は複数のプロセスコントローラを含み、該一つ又は複数のプロ
セスコントローラは、お互いに、また、少なくとも一つのホストまたはオペレーターワー
クステーションに対して、そしてアナログバスやデジタル・バスまたはアナログ・デジタ
ル混在バスを介して一つ又は複数のフィールド装置に対して通信可能に連結される。フィ
ールド装置は、例えば、バルブ、バルブ・ポジショナ、スイッチおよびトランスミッタ（
例えば、温度、圧力、流量センサ）などでありえ、バルブの開閉や工程パラメータの測定
などのプロセス内における機能を行う。プロセスコントローラは、フィールド装置により
生成されたプロセス計測且つ又はフィールド装置に関するその他の情報を示す信号を受信
し、制御ルーチンを実施するためにこの情報を使用して、プロセス制御システムの動作を
制御すべくバスを通してフィールド装置に送信される制御信号を生成する。一般に、フィ
ールド装置およびコントローラからの情報はオペレーターワークステーションにより実行
される一つ又は複数のアプリケーションで利用できるようになっており、それによりオペ
レータが、工程の現状表示や工程の動作の修正変更など、工程に関する所望の機能を実行
できるようになる。
【０００３】
　プロセス制御システムのなかには、本社をテキサス州オースティン市に有するエマソン
・プロセスマネジメント社（Ｅｍｅｒｓｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）
により販売されるＤｅｌｔａＶ（登録商標）システムなど、制御且つ又は監視動作を実行
すべくコントローラ内または異なるフィールド装置内に設けられている機能ブロックまた
はモジュールと呼ばれる機能ブロックの諸集団を使用するものもいくつか存在する。この
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ような場合、コントローラまたはその他の装置は、それぞれ（同じ装置内、または異なる
装置内のいずれかに備えられる）その他の機能ブロックから入力を受け取ったり、且つ又
はそれらに出力を提供したりする一つ又は複数の機能ブロックまたはモジュールを含む、
または実行することができ、それによって、プロセスパラメータの測定または検出や、装
置の監視、装置の制御、または比例・微分・積分（ＰＩＤ）制御ルーチンの実施などをは
じめとする制御操作の実行など、何らかのプロセスに関連した操作を実行する。一般に、
プロセス制御システム内の異なる機能ブロックおよびモジュールは、一つ又は複数のプロ
セス制御ループを形成するために（例えば、バスを通じて）お互いに通信するように構成
される。
【０００４】
　通常、プロセスコントローラは、例えば流量制御ループや温度制御ループまたは圧力制
御ループなどのプロセスに対して定義されている又はプロセス内に含まれている複数の異
なるループの各々に対して異なるアルゴリズム、サブルーチンまたは制御ループ（これら
は全て制御ルーチン）を実行するようにプログラムされている。一般的に言って、このよ
うな制御ループの各々には、アナログ入力（ＡＩ）機能ブロックなどの一つ又は複数の入
力ブロック、比例・積分・微分（ＰＩＤ）またはファジー論理制御機能ブロックなどの単
一出力制御ブロック、およびアナログ出力（ＡＯ）機能ブロックなどの出力ブロックが含
まれている。制御ルーチンおよび、このようなルーチンを実施する機能ブロックは、ＰＩ
Ｄ制御やファジー論理制御、およびスミス予測器（Ｓｍｉｔｈ　Ｐｒｅｄｉｃｔｏｒ）ま
たはモデル予測制御（ＭＰＣ：Ｍｏｄｅｌ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）な
どのモデルを基盤とした技法をはじめとする様々な制御技法に準じて構成されている。
【０００５】
　ルーチンの実行をサポートするために、一般の工場施設またはプロセス工場では、一つ
又は複数のプロセスコントローラおよびプロセスＩ／Ｏサブシステムと通信可能に接続さ
れ且つ、それを通じて一つ又は複数のフィールド装置に接続されている集中制御室を備え
ている。従来では、アナログ・フィールド装置が、信号伝送と電力供給の両方を行うため
に、二線式または四線式の電流ループによってコントローラに接続されていた。制御室に
信号を伝送するアナログ・フィールド装置（例えば、センサまたはトランスミッタ）は、
電流ループを流れる電流を変調し、感知されたプロセス変数に対して該電流が比例するも
のとなるようにする。一方、制御室からの制御の下に所定の処置を実行するアナログ・フ
ィールド装置は、該ループを通じて電流の絶対値（ｍａｇｎｉｔｕｄｅ）により制御され
る。
【０００６】
　つい最近になって、フィールド装置は、アナログ信号を伝送するために使用される電流
ループの上にデジタルデータを重畳するようになった。例えばＨＡＲＴ（Ｈｉｇｈｗａｙ
　Ａｄｄｒｅｓｓａｂｌｅ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ）プロトコルは、アナ
ログ信号を送受信するためにループ電流の絶対値を使用するが、さらに、双方向フィール
ド通信をスマートフィールド機器と行えるようにするために電流ループ信号上にデジタル
搬送波信号を重畳する。一般にＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ（登録商標）フィールドバス・プロ
トコルと呼ばれる別のプロトコルは、ネットワークに連結されたフィールド装置に電力を
供給するとともに３１．２５キロビット／秒に至る速度でデータの転送をサポートする下
位プロトコルと、フィールド装置に電力を全く提供せずに２．５メガビット／秒に至る速
度でデータ転送をサポートする別の下位プロトコルの二つの下位プロトコルを定義する。
これらのタイプの通信プロトコルでは、通常全てが本質的にデジタル入力性質であるとこ
ろの(digital in nature)スマートフィールド装置が、複数の保守保全モードおよび、旧
式の制御システムにより提供されないような拡張機能をサポートする。
【０００７】
　データの転送量が増大するとともに、フィールド装置がお互いに、コントローラに、さ
らにはプロセス制御システムまたはプロセス工場内のその他のシステムまたは装置に、通
信可能に連結される方法が、プロセス制御システム設計において特に重要な要素の一つに
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なる。概して、フィールド装置をプロセス制御システム内で機能できるようにする様々な
通信路、リンクおよび経路は、一般に入出力（Ｉ／Ｏ）通信ネットワークと総称される。
【０００８】
　Ｉ／Ｏ通信ネットワークを実施するのに使用される通信ネットワークのトポロジ（接続
形態）および物理接続または経路が、フィールド装置通信のロバスト性（頑強性）または
インテグリティ（一貫性）に実質的な影響を及ぼす可能性がある。これは、ネットワーク
が有害な環境要因または苛酷な条件にさらされるような場合に特に該当する。これらの因
子および条件は、一つ又は複数のフィールド装置やコントローラなどの間で行われる通信
のインテグリティ（一貫性）を妥協する可能性がある。通常、監視アプリケーションまた
は制御ルーチンでは、ルーチンの繰返し処理の各々に対してプロセス変数の周期的な更新
を要するので、コントローラとフィールド装置間の通信はこのような破裂作用(disruptio
n)のいかなるものに対して特に敏感である。従って、制御通信は妥協され信用性を失い、
結果としてプロセス制御システムの効率且つ又は収益性の低下、および設備の過剰摩耗ま
たは損傷につながるだけではなく、有害をもたらすような何らかの不具合が多数発生する
可能性がある。
【０００９】
　従来から、プロセス制御システムにおいて使用されるＩ／Ｏ通信ネットワークには、ロ
バスト（頑強）な通信を確保する目的で配線接続式（ハードワイヤード式）のものが使用
されてきた。あいにく、配線接続式ネットワークでは、様々な点で複雑になり、多くの難
関問題および制限を伴う。例えば、配線接続式ネットワークの品質は、時間が経つととも
に低下しうる。また、配線接続式Ｉ／Ｏ通信ネットワークをインストールするには通常高
額な費用がかかる。これは、該Ｉ／Ｏ通信ネットワークが、例えば数エーカ（１エーカ＝
約４０４７平方メートル）の敷地を占めるような石油精製工場または化学プラントなど広
面積にわたって分散される大型工場または工業用施設に関連する場合に特に該当する。配
線を長距離にわたって引き回す必要があり、この作業を行うには一般に相当量の労力と材
料および費用が必要となり、また、配線の電気抵抗や電磁妨害による信号劣化を招きうる
。これらの理由、およびその他の理由で、一般に配線接続式のＩ／Ｏ通信ネットワークの
場合は、再構成したり、改造または更新したりするのが困難である。
【００１０】
　配線接続式Ｉ／Ｏネットワークに伴う問題のいくつかを多少なりとも解決すべく、ワイ
ヤレスＩ／Ｏ通信ネットワークを使用することが提案されている。例えば、「Apparatus 
for Providing Redundant Wireless Access to Field Devices in a Distributed Contro
l System（仮訳：分散型制御システム内のフィールド装置に冗長ワイヤレス・アクセスを
提供するための機器）」と題される特許文献１には、配線接続式通信の使用を増補または
補足するためにコントローラとフィールド装置間にワイヤレス通信を利用するシステムが
開示されている。なお、該特許文献１は、参照することにより、それの全開示内容をここ
に援用するものとする。
【００１１】
　あいにく、プロセス制御におけるワイヤレス通信の場合は、電力消費量が問題となりう
る。フィールド装置は、Ｉ／Ｏネットワークから切断されるので独自の電力源を備える必
要がありうる。しかるべく、フィールド装置は、電池やソーラーパワーを動力としたり、
または例えば振動、熱、圧力などのエネルギー資源をとることにより動力を得たりするも
のでありうる。これらの装置については、データの伝送に消費されるエネルギーは、エネ
ルギー消費総量のかなりの部分を占めることになりうる。実際にワイヤレス接続を確立し
維持するために消費される電力は、被測定プロセス変数を感知または検出するために行わ
れる手段などのフィールド装置により実行されるその他の重要な作業中に消費される電力
よりも多くなる場合もありうる。
【００１２】
　さらに概して言えば、その他存在するものの中でも特に信頼性に対する懸念により、制
御に関連する伝送のためにワイヤレス通信に依存するのは制限されていた。上述のように
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、近代の監視アプリケーションおよびプロセス制御とは、最適な制御レベルを達成するた
めにコントローラとフィールド装置の間における信頼性の高いデータ通信に依存するもの
である。なおまた、通常のコントローラは、プロセスにおける厄介な逸脱を迅速に訂正す
べく制御アルゴリズムを高速で実行する。望ましくない環境要因またはその他の悪条件は
、このような監視および制御アルゴリズムの実行をサポートするのに必要な高速通信を邪
魔するまたは妨げるような間欠妨害(intermittent interferences)を引き起こしうる。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００３／００４３０５２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上記に鑑み、プロセス監視システム、プロセス監視方法およびデータ伝送方
法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本開示の一態様によると、プロセス内の計測信号を監視するのに役立つ方法には、プロ
セスを監視して周期的に（フィールド装置により測定されたプロセス計測値などの）プロ
セス計測信号を計測する手段が含まれる。サンプルとして抽出されたプロセス計測信号と
プロセス計測信号の前回の通信との間に経過した時間が設定されている時間（期間）を超
えると、該方法は、プロセス計測信号を監視アプリケーションに対してワイヤレス方式で
伝送する。場合によって、設定時間（期間）を動的に更新しうる。
【００１５】
　別の実施形態では、プロセス内の計測信号を監視するのに役立つ方法には、プロセスを
監視し周期的に（フィールド装置により監視されたプロセス計測値などの）プロセス計測
信号を測定する手段が含まれ、そのサンプルプロセス計測信号と、プロセス計測信号の前
回の通信に関連するサンプルプロセス計測信号との間の違いの絶対値が設定値を越えると
、サンプルプロセス計測信号はワイヤレス方式で伝送される。場合によっては設定値を動
的に更新したり、また別の場合には、プロセス計測値を提供する元となる装置内に設定値
を事前に設定したりしうる。
【００１６】
　本開示の別の態様において、プロセスを監視するのに役立つ方法には、プロセスを監視
して周期的にプロセス計測信号を測定し且つ、プロセス計測信号と前回伝送されたプロセ
ス計測信号との間の違いを計算する手段が含まれる。該違いを設定値と比較し、もし該違
いが設定値を越える場合には、該違いまたは測定された信号は、当該のプロセス計測信号
を工学単位で示すものに変換され、監視アプリケーションにワイヤレス方式で伝送される
。いくつかの事例においては、設定値を、ルックアップ表に格納または配置してもよく、
また望ましい場合には、設定値を動的に更新するようにしても良い。場合によっては、プ
ロセス計測値を提供する元となる装置において設定値を事前に構成しても良い。望ましい
場合、プロセス計測値および設定値を原単位にて取得かつ格納しうる、または、その他の
数量を表わすものに変換（スケーリング）しうる。
【００１７】
　本発明の別の態様では、プロセスを監視するためのシステムが、監視アプリケーション
、ワイヤレス送信機、およびワイヤレス送信機に連結されたフィールド装置を含む。ワイ
ヤレス送信機は、測定または算出された値を得るために該フィールド装置をサンプリング
し、現在の時刻と前回の送出時刻との間に経過した時間が設定時間（期間）を越えた時に
、その測定または算出された値を監視アプリケーションにワイヤレス方式で伝送する。場
合によっては、該監視アプリケーションはプロセッサを含みうる、且つ又はソフトウェア
・アプリケーションとして実施されうる。
【００１８】
　本発明の別の態様では、プロセスを監視するためのシステムが、監視アプリケーション
、ワイヤレス送信機、およびワイヤレス送信機に連結されたフィールド装置を含む。ワイ
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ヤレス送信機は、測定または算出された値でありうる値を得るためにフィールド装置から
の情報をサンプリングまたは受信して、その値と前回伝送された値との間の違いの絶対値
が設定限界を越えた時その値を監視アプリケーションにワイヤレス方式で伝送する。場合
によっては、監視アプリケーションに値を伝送する前に、トランスミッタがその値を工学
単位に変換する。場合によっては、設定限界を動的に提供または決定しうる、または、ル
ックアップ表またはその他の記憶装置に収納しうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本開示をより完全に理解するには、以下の詳述および添付の図面を参照されたい。なお
図中、類似する要素については類似する参照番号で表記するようにした。
【００２０】
　ここに開示されるものは、コントローラとフィールド装置間、またはトランスミッタお
よびその他の計装などフィールド装置間でのプロセス制御データの転送をサポートすべく
通信、監視および制御技法を実施するプロセス制御システム、装置および方法である。開
示技法は、本開示の別の態様において、一つ又は複数のプロセス制御ルーチンを実施する
際に、フィールド装置により収集されたプロセス計測およびその他の情報をコントローラ
（またはその他の制御要素）によって使用できるようにする。開示技法は、本開示のさら
に別の態様において、フィールド装置により収集されたプロセス計測およびその他の情報
を、システム監視アプリケーション用に使用できるようにする。
【００２１】
　これまでは、更新されたデータは、プロセス制御ルーチンが周期的に繰返し処理される
度に確実に利用できるようにするために、規則的な時間で（または周期的に）このような
計測を取得してコントローラに伝送していた。一方、開示技法は、このようなデータの伝
送を非周期的に且つ又は制御実行期間より長い間隔で行うことを可能にする。結果として
、開示技法は、間欠的に、信頼性を伴わずに、もしくは、低頻度で、または不規則に提供
されるプロセス制御計測をサポートするのに良く適していると言える。不規則な、又は頻
度が少なめの伝送の方が様々な理由で有利であり、また、プロセス制御システムまたはそ
の環境に見られる任意数の因子、条件または態様によって不規則なまたは低頻度の伝送が
生じうる。
【００２２】
　いくつかの実施形態による開示技法は、例外時のみ報告する形（Ｒｅｐｏｒｔ－Ｂｙ－
Ｅｘｃｅｐｔｉｏｎ）で行われるプロセス制御データ伝送が関与する（ワイヤレス通信な
どの）通信方式に関連して利用される。ワイヤレス通信を使用する状況や条件（コンテキ
スト）においては、プロセス制御データの例外報告により多くの利点がもたらされうる。
例えば、電力が現場（フィールド）のトランスミッタまたはその他のフィールド装置によ
り消費される率を下げうるので、よって、電池電力またはその他の有限供給電力を節約し
うる。
【００２３】
　しかしながら、開示される技法は、過去の例外報告とは異なり、周期的に実行されるプ
ロセス制御ルーチンにおいて利用されるデータ伝送をサポートする。イベントによりトリ
ガされて提供されるデータを利用してのプロセス制御ルーチンの実行を避けるようにと以
前から警告されているが、開示技法は、性能を損なうような犠牲をはらうことなく、プロ
セス制御ルーチンの周期的な実行を含んで実施される。さらに、開示技法は、イベントに
トリガされて、同じく性能を損なうような犠牲をはらうことなく、システム監視アプリケ
ーションへのデータ提供をサポートする。
【００２４】
　開示技法は、ワイヤレス通信方式に良く適しており、また、しばしばワイヤレス通信方
式に関連して本稿で述べられているが、特定の通信方式や状況・条件またはプロトコルの
いかなるもの、あるいはプロセス制御ネットワーク、アーキテクチャ、コントローラまた
はシステムのいかなるもの、もしくは監視アプリケーションのいかなるものに限定される
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ことなく実施できるものであり、該開示技法はむしろ、プロセス制御データが制御ルーチ
ンまたは監視サイクルの実行期間より少ない頻度で伝送されるいかなる数の（または、い
かなる種類の）状況や条件において、およびいかなる所望の理由で適用されうる。但しこ
のような状況や条件では、望ましくない状態または悪条件が生じうるので、通信の信頼性
が低下したり間欠的になったりする可能性がある。従って次の記述は、後述される低出力
の又はその他のワイヤレス通信方式に限定されずに該開示技法を実施できる、との前提の
もとに述べられている。
【００２５】
　ここで図１を参照するに、プロセス制御システム１０は、データヒストリアン（履歴デ
ータツール）１２に接続されているとともに（いかなるタイプのパーソナルコンピュータ
やワークステーションなどでありえ、それぞれ表示画面１４を有する）ホスト・ワークス
テーションまたはコンピュータ１３の一つ又は複数に接続されているプロセスコントロー
ラ１１を含んでいる。また、コントローラ１１は入出力（Ｉ／Ｏ）カード２６、２８を介
してフィールド装置１５～２２に接続される。データヒストリアン１２は、データを格納
するためのいかなる所望のタイプのメモリおよびいかなる所望のまたは周知のソフトウェ
ア、ハードウェアまたはファームウェアを有するいかなる所望のタイプのデータ収集ユニ
ットでありうる。データヒストリアン１２は、（図１に示されるように）ワークステーシ
ョン１３と別に備えてもよいし、あるいはワークステーション１３の一つの一部として備
えても良い。コントローラ１１は、一例としてエマソン・プロセスマネジメント社により
販売されるＤｅｌｔａＶ（登録商標）コントローラでありえ、例えばイーサネット（登録
商標）接続またはその他所望の通信ネットワークを介してホストコンピュータ１３および
データヒストリアン１２に通信可能に接続される。また、コントローラ１１は、ここにさ
らに詳しく記載されるような何らかの配線接続式の通信方式を用いてフィールド装置１５
～２２にも通信可能に接続されている。いずれの場合にも、いかなる所望のハードウェア
、ソフトウェアおよびファームウェアを用いて、例えば（配線接続式の場合）標準４～２
０ｍＡの装置、且つ又はＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮフィールドバス・プロトコル、ＨＡＲＴプ
ロトコルなどいかなるスマート通信プロトコルに関連付けられうる方式を実施しうる。但
し、図１に示される代表的な実施形態において、コントローラ１１およびフィールド装置
１５～２２間の通信は配線接続式の接続を伴っている。
【００２６】
　さらに概して言えば、フィールド装置１５～２２は、例えばセンサ、バルブ、トランス
ミッタ、ポジショナーなどのいかなるタイプの装置でありうる間、Ｉ／Ｏカード２６およ
び２８は、いかなる所望の通信プロトコルまたはコントローラのプロトコルに適合するい
かなるタイプのＩ／Ｏ装置でありうる。図１に示される実施形態において、フィールド装
置１５～１８は、アナログ回線を通じてＩ／Ｏカード２６に通信する標準４～２０ｍＡ装
置である間、フィールド装置１９～２２は、フィールドバス・プロトコル通信を使用して
Ｉ／Ｏカード２８にデジタル・バスで通信するフィールドバス・フィールド装置などのス
マート装置である。もちろん、フィールド装置１５～２２は、将来的に開発されるであろ
ういかなる標準またはプロトコルを含むその他所望の標準またはプロトコルに適合しうる
。
【００２７】
　コントローラ１１は、メモリ２４に格納された一つ又は複数のプロセス制御ルーチン（
または、いかなるモジュール、ブロックまたはそれのサブルーチン）を実施または監視す
るプロセッサ２３を含む。メモリ２４に格納されたプロセス制御ルーチンはその中に格納
された制御ループを含みうる、またはそれと関連しうる。一般的に言って、コントローラ
１１は、いかなる所望の方法においてプロセスを制御すべく装置１５～２２、ホストコン
ピュータ１３およびデータヒストリアン１２と通信する。なお、ここに記載されるいかな
る制御ルーチンまたはモジュールは複数の装置一帯に分散される様式で実施または実行さ
れる部分を有しうる。結果として、制御ルーチンまたはモジュールは、希望に応じて異な
るコントローラ、フィールド装置（例えば、スマート・フィールド装置）またはその他の
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装置または制御要素により実施される一部分を有しうる。同様に、プロセス制御システム
１０内で実施されることになっているここに記載される制御ルーチンまたはモジュールは
、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアなどをはじめとするいかなる形態をとり
うる。このような機能性の提供に関与するいかなる装置または要素は、それに関連するソ
フトウェア、ファームウェアまたはハードウェアがプロセス制御システム内のコントロー
ラ、フィールド装置またはその他所望の装置（または、装置の集合）に配置されているか
どうかに関係なく、本稿においては「制御要素」と総称される。本開示上の目的で、制御
モジュールは、いかなるコンピュータ可読媒体に格納される例えばルーチン、あるいはそ
れのブロックまたはいかなる要素を含むプロセス制御システムのいかなる一部または一部
分でありうる。このような制御モジュール、制御ルーチンまたはそれのいかなる一部分（
例えば、ブロック）は、本稿では一般に制御要素と指称されるプロセス制御システムのい
かなる要素または装置によって実施または実行しうる。例えばサブルーチンや（命令行の
ような）サブルーチンの諸部分など制御手順のモジュール（または、それのいかなる一部
）でありうる制御ルーチンは、オブジェクト指向型プログラムの使用、ラダー論理やシー
ケンシャルファンクションチャートや機能ブロック図の使用、またはその他所望のソフト
ウェアプログラミング言語または設計パラダイム（理論枠組み）の使用によって、いかな
る所望のソフトウェア形式において実施しうる。同様に、例えば一つ又は複数のＥＰＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）またはその他所望のハードウェア
もしくはファームウェア要素内に制御ルーチンをハードコード（決め打ち）しうる。さら
にまた、図示設計ツールまたはその他いかなるタイプのソフトウェア／ハードウェア／フ
ァームウェア・プログラミングまたは設計ツールなどをはじめとするいかなる設計ツール
を使用して制御ルーチンを設計しうる。よって、いかなる所望の様態にて制御法または制
御ルーチンを実施するようにコントローラ１１を構成しうる。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、コントローラ１１は、一般に機能ブロックと指称される
ものを使用して制御法または方式を実施する。この場合、それぞれの機能ブロックは、プ
ロセス制御システム１０内でプロセス制御ループを実施すべく（リンクと呼ばれる通信を
介して）その他の機能ブロックと共に動作する総括制御ルーチンのオブジェクトまたはそ
の他の部分（例えば、サブルーチン）である。機能ブロックは通常、伝送器、センサまた
はその他のプロセスパラメータ測定装置に関連するところの入力機能と、ＰＩＤやファジ
ー論理などの制御を行う制御ルーチンに関連するところの制御機能、またはプロセス制御
システム１０内で何らかの物理的機能を行うために何らかの装置（バルブなど）の動作を
制御する出力機能のうちの一つを行う。もちろん、ハイブリッドのものやその他のタイプ
の機能ブロックも存在し、それらをここに利用するようにしても良い。機能ブロックを、
コントローラ１１に格納し、またコントローラ１１により実行するようにしても良い。こ
れは、標準４～２０ｍＡ装置およびＨＡＲＴ装置などを含む数種類のスマートフィールド
装置に機能ブロックが使用されるまたは関連する場合に通常該当する事例である。その代
わりとして、もしくはそれに加えて、機能ブロックは、フィールド装置自体またはプロセ
ス制御システムのその他の制御要素に格納され、またそれにより実施されうる。（これは
、フィールドバス装置を利用するシステムのような場合に該当しうる。）制御システム１
０の記述が機能ブロック制御法を使用した状態でここに提示されているが、開示技法およ
びシステムは、例えばラダー論理やシーケンシャルファンクションチャートなどその他の
仕様を使用して、またはその他所望のいかなるプログラム言語またはパラダイム（理論枠
組み）を使用しても実施または設計しうる。
【００２９】
　図１の展開ブロック３０により示されるように、コントローラ１１は、ルーチン３２お
よび３４として示される複数の単ループ制御ルーチンを含みうるし、希望する場合は（制
御ループ３６として示される）一つ又は複数のアドバンスト制御ループを実施するように
しても良い。通常、このようなループをそれぞれ制御モジュールと呼ぶ。単ループ制御ル
ーチン３２および３４は、バルブなどのプロセス制御装置や温度・圧力伝送器などの計測
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装置またはプロセス制御システム１０内のその他の装置に関連しうる適切なアナログ入力
（ＡＩ）およびアナログ出力（ＡＯ）機能ブロックに接続されている単一入力／単一出力
ファジー論理制御ブロックおよび単一入力／単一出力ＰＩＤ制御ブロックをそれぞれ使用
して単ループ制御を行っている状態で図示されている。アドバンスト制御ループ３６は、
一つ又は複数のＡＩ機能ブロックに通信可能に接続された入力および一つ又は複数のＡＯ
機能ブロックに通信可能に接続された出力を有するアドバンスト制御ブロック３８を含ん
だ状態で図示されている。但し、アドバンスト制御ブロック３８の入力と出力については
、その他のタイプの入力を受け取りその他のタイプの制御出力を提供するように、その他
所望のいかなる機能ブロックまたは制御要素に接続しても良い。アドバンスト制御ブロッ
ク３８は、いかなるタイプの多重入力および多重出力制御方式を実施しうるし、モデル予
測制御（ＭＰＣ）ブロックや、ニューラルネットワーク・モデリングまたは制御ブロック
、多変数ファジー論理制御ブロック、実時間最適化ブロックなどを構成しうる、または含
みうる。当然のことながら、アドバンスト制御ブロック３８を含む図１に示されるような
機能ブロックは、コントローラ１１により実行することができる、あるいはその代わりと
してワークステーション１３のうちの一つまたはフィールド装置１９～２２の一つなど、
プロセス制御システムのその他の処理装置または制御要素のいかなるものに設けられる、
またはそれにより実行することができる。一実施例として、フィールド装置２１および２
２は、それぞれトランスミッタとバルブでありえ、制御ルーチンを実施するための制御要
素と通信のやり取りを行いうるものであり、そのために一つ又は複数の機能ブロックなど
制御ルーチンの諸部分を実施するための処理用構成部分およびその他の構成部分を含んで
いる。より具体的には、フィールド装置２１は、アナログ入力ブロックに関連する論理お
よびデータを格納するためのメモリ３９Ａを有しうる一方、フィールド装置２２は、図示
される如くアナログ出力（ＡＯ）ブロックと通信状態にあるＰＩＤまたはその他の制御ブ
ロックに関連する論理およびデータを格納するためのメモリ３９Ａを有するアクチュエー
タを含みうる。
【００３０】
　ここで図を参照すると、制御ループ３２、３４および３６（およびフィールド装置２１
および２２内に存在する機能ブロックの処理を組み込んでいるいかなる制御ループ）の各
々の実施は一般に、制御ルーチンの複数回にわたる繰返し処理４０を介して周期的に実行
されるように適応される。従来の場合における繰返し処理４０はそれぞれ、例えばトラン
スミッタまたはその他のフィールド装置により提供される更新済みのプロセス計測４２に
サポートされる。よって、図２に示されるように、周期的な実行繰返し処理４０のそれぞ
れの間になされた複数のプロセス計測４２が存在する。従来の様々なコントローラ（また
は制御ループ）は、測定値の制御と同期化することの制限を回避するために、２～１０倍
の率で多めに計測をサンプリングするように設計されていた。このような過剰サンプリン
グは、プロセス計測が制御方式での使用に向けて確実に有効（現行）であるようにする際
に力強い手立てとなった。また従来の設計では、制御変動を最小化する目的で、プロセス
応答時間より４～１０倍早い速度でフィードバック制御が実行されるべきである、との旨
を指定していた。これはプロセス時間定数（τ）（例えば、プロセス変数変化の６３％）
＋階段状変化４４がプロセス入力（つまり制御信号）で生じた後の処理遅延（ＴＤ）とし
て図２の一番上のグラフに表されている。さらに概して言えば、プロセス応答は、プロセ
ス出力または変数４６の時間と共に生じる変化により示される。よって、これら従来の設
計要件を満たすために、測定値のサンプリングはしばしば、図２に示されるように、プロ
セス応答時間よりはるかに速いまたは高い速度である制御実行速度よりもはるかに速い速
度で行われてきた。
【００３１】
　一般的に言って、開示技法は、測定値（または算出値などその他の値）をこのような高
速で伝送することに対する難関に取り組むものである。例えば、また上記のように、計測
に関連する感知機能性の場合には、センサまたはトランスミッタ用にさほどの供給電力を
消費しないですむかもしれないが、ワイヤレス通信回線を介して測定値を伝送する場合に
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は、長期にわたって使用すればやがてかなりの供給電力を消耗することになりうる。ＦＯ
ＵＮＤＡＴＩＯＮフィールドバス制御方式のように計測と制御実行が同期化されても、制
御繰返し処理をプロセス応答より４～１０倍速い速度で行うようにスケジュールを組むと
いった従来のアプローチでは、なおもデータ伝送中の電力消費量があまりにも多すぎる。
従って、トランスミッタにより電力消費量を低下させるべく、開示技法は一般に、計測ま
たはその他の値が通信される回数を最小化することをサポートする。
【００３２】
　本開示の一態様によると、当該の目的を達成するために開示技法では、一般にプロセス
制御システム１０（特にコントローラ１１、および制御システム１０の伝送装置やその他
のフィールド装置）を、新しい計測またはその他の値を非周期的に（特定の条件が満たさ
れた場合に）伝送するように構成する。一実施形態において、プロセス変数が事前定義さ
れた閾値以上（例えば、有意義と見なされる量）変化したかどうかに基づいて新しい測定
値が伝送される。より具体的に、新しい測定値とそれの前最後に通信された測定値との間
の違いの絶対値が指定された分解能より大きい場合は、計測が更新されるようにトリガが
生成されうる。離散的な計測（オン・オフ計測、デジタル・ビット計測、または事前定義
された一式の状態または離散値の一つが期待または測定されるところのその他の状態計測
、など）を取り扱う場合、ある状態から別の状態への変化は一般に閾値または分解能の絶
対値を越えると考えられる。
【００３３】
　他の事例では、前述の場合のように該違いが指定された分解能を越えた時並びに前回最
後の通信からの時間が事前定義されたリフレッシュ時間を越えた時新しい測定値が伝送さ
れる。言いかえると、プロセス変数の変化（例えば、制御実行繰返し処理４８と５０間の
プロセス応答、デジタル計測の状態変化）またはデフォルト時間の経過（例えば、繰返し
処理５２と５４との間に経過する時間）のいずれかによって計測伝送をもたらすようにし
うる。例えばプロセス時間定数により示されるような、プロセスの進行が遅いか、または
反応が速いかによって、更新の頻度が高頻度あるいは低頻度のいずれかである方が適しう
るので、計測伝送のためのリフレッシュ（またはデフォルト）時間は制御ループによって
異なりうる。場合によっては、決定については、時間定数に基づいた制御ループの同調中
に行っても良く、またその後に希望に応じて調節しうる。例えば、信号の測定または送信
間隔は、変数または値の測定状態に依存しうる。この場合、監視の対象となっている装置
や設備またはプロセスの状態を反映するように計測の期間を調節することができる。いか
なる場合も、デフォルトまたはリフレッシュ時間は、計測更新無しに時間（期間）が経過
した後にインテグリティ（一貫性）チェック、またはオーバーライドとしての役割を果た
す。このようなチェックは、例えば、目標へのプロセス変数の最終駆動を図るうえで有用
となりうる。
【００３４】
　その間、測定値の取得をつかさどるトランスミッタ、センサまたはその他のフィールド
装置は、これまでどおりいかなる所望の速度（従来のプロセス応答時間の４～１０倍など
）で定期的に計測をサンプリングしうる。そのとき、開示技法は、サンプリングされた値
がコントローラ１１に伝送されるかどうか判断する。
【００３５】
　図２に関連して説明される動作の状況や条件（コンテキスト）、および後述される代表
的な実施形態には、定期的に実行される制御ルーチンが関与するが、開示技法はこのよう
な状況・条件または用途に限定されない。いくつかの実施形態では、制御ルーチン（例え
ば、ＰＩ、ＰＩＤ、など）が、非周期的な様式でルーチンが実行されるようにイベントに
よってトリガされうる。このような場合、制御ブロック（またはルーチン）の設定点とそ
の他のパラメータ（または構成）に修正変更が加えられない限り、制御ルーチン（つまり
制御信号）の出力は同じ状態を維持する。特定の用途においてはこれで十分でありうる。
しかしながら、いかなる設定点変更、ゲイン・パラメータにおけるいかなる変更、または
制御ブロック（つまり制御ルーチンの構成）におけるその他変更のいかなるものを含むよ
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うに広い範囲でトリガーイベントを定義することにより、このようなイベントトリガ式の
実行は、定期的に実行された制御ルーチンと同じ結果を提供することになる。これらの理
由で、イベントトリガ式および周期制御ルーチンの両者並びにいかなるタイプの監視ルー
チンと共に、開示される伝送技法を利用しうる。なおこの記述は、トリガーイベントが各
実行時間（期間）の終了（または開始）と一致しうるので周期的な実行にイベントトリガ
式実行形式も考慮される、という前提のもとに説明されている。
【００３６】
　図３は、コントローラ１１の動作（さらに概して言うと図１のプロセス制御システム１
０の動作）をサポートすべくプロセス制御データのワイヤレス通信中に消費電力を低減す
るために、開示技法を適用しうる場合の代表的な事例を表す。但し、図１および図３に示
される配線接続式の接続は、開示される伝送技法のアプリケーションを利用しうるし、ま
たそれによって益を得ることも可能である、とういうことを冒頭に述べておく。例えば、
配線接続式の装置１５～２２の一つ又は複数は、有限電源にも依存しうる、もしくはデー
タ伝送を削減することにより益を得ることも可能である。一代表的な事例におけるサンプ
リング・アナライザ、または制御実行速度よりも遅い速度で計測データを提供するように
設計されているその他のサンプリング・システムをシステム１０に含みうる。
【００３７】
　なお、フィールド装置１５～２２がＩ／Ｏ装置２６と２８を介してコントローラ１１に
配線接続されたままである一方、複数のワイヤレス・フィールド装置６０～６４と７１が
図３に示されるプロセス制御システム１０に追加されていることも、例示による説明を簡
単にするためにここでさらに付け加えておく。代替的な実施形態では、一つ又は複数のフ
ィールド装置１５～２２が、さらに、またはその代わりに、開示技法に従ってワイヤレス
方式でコントローラ１１と通信しうる。
【００３８】
　但し、図３に示される代表的な事例における開示技法は一般に、後述の如くトランスミ
ッタ６０～６４またはフィールド装置７１などその他の制御要素によって測定、感知、ま
たは計算されたデータのワイヤレス送信を伴う。ワイヤレス通信は、現在知られている（
または将来開発される）ハードウェアやソフトウェア、ファームウェア、またはそれの組
合せを含むいかなる所望の機器を使用して確立しうる。トランスミッタ６０に連結され且
つ専用に設けられたアンテナ６５および、アンテナ６７を有しトランスミッタ６１～６４
の通信を集団的に取り扱うためのワイヤレスルータまたはその他のモジュール６６をこの
実施形態の代表的な機器として説明する。場合によってトランスミッタ６０～６４は、プ
ロセスセンサと制御室間にリンクを一つだけ構成しうるし、またこのようにして制御ネッ
トワークに正確な信号を高い信頼性で送信できるようになり、よって確実に製品の品質お
よび流動が妥協されないようにする。したがって、しばしばプロセス変数トランスミッタ
（ＰＶＴ）として指称されるトランスミッタ６０～６４は、プロセス制御システム１０に
おいて重要な役割を果たしうる。また、バルブとして図示されるフィールド装置７１は、
バルブ７１の動作の一環としてバルブ７１内のセンサにより生成された計測または、バル
ブ７１により生成または計算されたその他のデータ（バルブ７１内の機能ブロックＦＢ１
およびＦＢ２により収集、計算もしくは生成されたデータを含む）を、トランスミッタお
よびアンテナの７２を介して監視または制御システムにワイヤレス方式で提供しうる。
【００３９】
　コントローラ１１は、アンテナ７３と７４をめいめい有する一つ又は複数のＩ／Ｏ装置
６８および７０をワイヤレス通信回線の受信端に有しうる。但し、さらに概して言えば、
開示技法は、トランスミッタまたはワイヤレス機器の構成のいかなるものにも限定される
ことなく実施できる。例えば、コントローラ１１によるものに加えてワイヤレス送信には
開示される制御技法の実施を伴いうる。図３に示される代表的な事例において、ワイヤレ
ス・フィールド装置７１はスマート・バルブでありえ、よって、制御ルーチンまたは監視
ルーチンの一部を実施するために制御要素を提供しうる。結果として、フィールド装置７
１の機能ブロックＦＢ１とＦＢ２は、制御ルーチンの実施中にトランスミッタ６１～６４
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の一つ又は複数などその他のフィールド装置に存在する機能ブロックと直接に通信しうる
、あるいは、コントローラ１１内の監視プログラムまたはシステムに（またはユーザ・ワ
ークステーション１３のうちの一つにさえも）通信しうる。
【００４０】
　トランスミッタ６０～６４の各々は、一つ又は複数の制御ループまたはルーチンまたは
監視ルーチンで使用するために、めいめいのプロセス変数を示すプロセス信号（例えば、
流量、圧力、温度またはレベル信号）をコントローラ１１に伝送しうる。また、フィール
ド装置７１などその他のワイヤレス装置は、プロセス信号をワイヤレス方式で受信しうる
し、且つ又はその他いかなるプロセスパラメータを示すその他の信号を伝送するようにも
構成されうる。一般的に言って、コントローラ１１および、フィールド装置７１などその
他のワイヤレス装置は、このようなワイヤレス通信のサポート（そして特にプロセス信号
の受信）用に設けられた複数の要素を含みうる。該要素は、例えば、メモリ２４に格納さ
れたソフトウェア・ルーチンまたは、コントローラ１１のどこか別のところに存在するハ
ードウェアまたはファームウェアを含みうる、または構成しうる。いかなる場合も、ワイ
ヤレス通信を受信する方法（例えば、復調化、復号化、など）については、いかなる所望
の形式をとってもよく、よって本稿においては概要の説明のみとする。一実施例において
、着信信号を処理するための通信スタック８０を、そして着信信号が計測の更新を提供し
た時点を検出するためのモジュールまたはルーチンの８２を、コントローラ１１に含みう
る。その後、検出ルーチン８２は、通信スタック８０を介して提供されているデータには
新しい計測またはその他のタイプの値または更新が含まれていることを示すフラグまたは
その他の信号を生成しうる。その後、新しいデータおよび更新フラグは、図１におおまか
に示されるルーチンに関連して上記説明されるように、また、以下さらに詳細にわたり説
明されるように実施されることになっている一つ又は複数の制御モジュール８４（または
機能ブロック）に提供されうる。新しいデータおよび更新フラグは、その代わりとして、
またはそれに加えて、コントローラ１１、または制御システム内のそれ以外のところで稼
動する一つ又は複数の監視モジュールまたはアプリケーションに提供されうる。更新検出
機能性は、機能ブロックレベルにいても実施されうるし、且つ、制御モジュール８４に関
連する一つ又は複数の機能ブロックにより提供されうる。フィールド装置７１などその他
のワイヤレス装置は、例えばその中に存在する機能ブロック（例えば、ＦＢ１およびＦＢ
２）の一つ又は複数によるこのような信号の受信および処理をサポートするために類似し
た構成部分および機能性を含みうる。
【００４１】
　場合によっては、Ｉ／Ｏ装置２６、２８、６８および７０の一つ又は複数（図１および
図３）によって通信スタック８０と更新検出モジュール８２を実施しうる。さらに、更新
検出モジュール８２がそれの決定を行う方法には、ハードウェア、ソフトウェア、ファー
ムウェアまたはそれのいかなる組合せが伴いうる、且つ、プロセス変数の値を比較するの
に適したルーチンのいかなるものが伴いうる。
【００４２】
　ワイヤレス（または他の）トランスミッタを対象に上記される通信技法は、非周期的な
データ伝送、不規則なデータ伝送、もしくは低頻度のデータ伝送をもたらす。但し、現場
からコントローラ１１への測定値の通信は従来から周期的な様態で報告を行い、それによ
って制御ルーチンの周期的な実行をサポートするように構造されてきた。言いかえると、
制御ルーチンは一般に測定値の周期的な更新に向けて設計されており、かつそれに依存す
る。
【００４３】
　制御実行期間またはその他何らかの基準期間よりも低い頻度で生じる非周期的もしくは
利用不可能な計測更新（およびその他の利用不可能な通信伝送）をまかなうために、プロ
セス制御システム１０が非周期的な更新またはその他の間欠型の更新に依存できるように
制御および監視のルーチンを再構成または修正変更しうる。このように、開示技法は場合
によって、プロセス制御ルーチンが周期的に実行されるにもかかわらずプロセス変数計測
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に対する例外報告の形式を一般にサポートする。下記の如く、開示技法は、制御ルーチン
と該制御ルーチンの下流側の装置（例えば、アクチュエータ、および制御ルーチンにより
生成された制御信号に応答するその他の装置または要素）との間での伝送に関する例外報
告の形式も扱いうるまたはサポートしうる。
【００４４】
　（例えば、ｚ変換、差分方程式などを使用する）制御設計および比例・積分・微分（Ｐ
ＩＤ）制御などの制御ルーチンのデジタル実施形態では、制御アルゴリズムが周期的な方
式で実行されるという前提が根底をなしている。計測が更新されない場合には、ルーチン
の積分（またはリセット）の割り当てまたは寄与などの手段が適切でないかもしれない。
例えば、最後の測定値で失効した（期限切れ）のものを使用して制御アルゴリズムが実行
し続けると、その出力は、最後の測定値と設定点間のリセット同調および誤差に基づいて
動き続けることになる。一方、新しい計測が通信される時のみに制御ルーチンが実行され
ると、被測定外乱上の設定点変更およびフィードフォワード処置に対する制御応答が遅延
する可能性がある。制御ルーチンは、最後の繰返し処理からの経過時間に基づいた計算も
含みうる。しかしながら、非周期的な且つ又は低頻度の計測伝送の場合、制御実行期間（
つまり、最後の繰返し処理からの経過時間）に基づいたリセット寄与の計算が、プロセス
変動性の増大につながりうる。
【００４５】
　前述の難関に鑑み、測定値が周期的に更新されない場合にも正確で反応性の良い制御を
提供すべく、一般にプロセス変数の更新が利用可能かどうかに基づいてプロセス制御ルー
チンを修正変更するように制御技法を使用するようにしても良い。場合によって制御ルー
チンを、最後の計測更新以降に期待されるプロセス応答に基づき、開示技法により再構成
しうる。
【００４６】
　開示技法の一態様により構成された制御方式の代表的な実施形態が図４に示されており
、該図中、そのプロセスは一般に且つ概略的に１００で示されている。代表的な制御方式
は、通信スタック８０、コントローラ１１の構成部分１０２（または、要望に応じて一式
構成部分）、または図３に示され、また図３に関連して説明されている更新検出モジュー
ル８２および制御モジュール８４の機能性を提供するように構成されたフィールド装置（
例えば、ワイヤレス・フィールド装置７１）の制御要素に対応しうる。この代表的な事例
において、１０４で概略的に示された被測定または未測定外乱の対象となりうるプロセス
１００を制御すべく一つ又は複数のプロセス入力またはその他の制御信号を生成するため
に、コントローラ１１は、例えばワークステーション１３（図１）の一つから、またはプ
ロセス制御システム１０内にある（またはそれと通信状態にある）その他いかなる供給源
から設定点を受け取る。上述のように、プロセス入力信号（複数可）は、プロセスの動作
における応答をもたらすべくバルブまたはその他いかなるフィールド装置に関連するアク
チュエータを制御しうる。プロセス入力信号の変化へのプロセス応答は、トランスミッタ
、センサまたは（例えば図３に示されるトランスミッタ６０～６４のいかなる一つに対応
しうる）その他のフィールド装置１０６により測定または感知される。その結果、トラン
スミッタ１０６およびコントローラ１１間の通信リンク（点線により図示）には、ワイヤ
レス接続が含まれうる。例えば、配線接続式の接続は、間欠的に利用可能である、または
間欠的に動作可能である、または通信量が多い場合にその影響を受けやすいため、希望す
る場合には、ワイヤレス接続の代わりとして、またはそれに加えて、開示技法が有益とな
りうる配線接続式の接続を前記通信に含みうる。
【００４７】
　この代表的な事例において、コントローラ１１は、ＰＩ制御ルーチンなど単一の閉ルー
プ制御ルーチンを実施する。しかるべく、制御ループは、設定点をプロセス変数データと
比較するための加え合せ点１０８、比例ゲイン要素１１０、例えば比例する積分寄与を加
え合わせるための別の加え合せ点１１２、およびハイロー（高低）リミッタ１１４などを
含むいくつかの標準ＰＩ制御方式要素を含んでいる。開示される制御技法の本実施形態は
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期待されるプロセス応答の指標を提供するようにする。この代表的な事例では、該期待さ
れるプロセス応答が一次系モデルを使用して近似され、ＰＩ制御方式の積分寄与を決定す
る正帰還ループに含まれる修正変更済みのフィルタにより実現される。さらに概して言え
ば、制御の実施に用いられる期待プロセス応答は、プロセスのいかなるモデルにより提供
されうるし、正のフィードバックループ、フィルタまたは積分またはリセット寄与への導
入に限定されない。例えば、期待されるプロセス応答を提供するためにモデルを利用する
制御には、制御ルーチンがＰＩＤ制御スキームを実施するような微分寄与を導入しうる。
以下、代表的なタイプの微分寄与を導入するいくつかの代表的な実施形態を図６～図８を
参照して説明する。
【００４８】
　いかなる場合も、図４の修正変更済フィルタ１１６の出力は、従来からのリセットまた
は積分寄与とは複数の点で異なる。その背景としては、従来からのＰＩコントローラはリ
セット寄与を決定するために正帰還ネットワークを使用して実施されうる。数学的に、従
来からの実施形態の変換関数は、無制約の（すなわち、出力が制限されない）制御のため
の標準定式化（standard formulation）と同等のものである。
【００４９】
【数１】

この場合、
ＫP＝比例ゲイン
ＴRset＝リセット、秒
Ｏ（ｓ）＝制御出力
Ｅ（ｓ）＝制御誤差
　正帰還ネットワークの利点の一つとしては、コントローラ出力の上限または下限が（即
ちリミッタ１１４によって）制限された場合におけるリセット寄与の自動的な終了を防止
することが挙げられる。
【００５０】
　その他種々様々な制御方式を、開示技法に関連して利用しうる。例えば、図１に示され
るように、上記されるＰＩ制御方式をモデル予測制御（ＭＰＣ）法に置き換えうる。さら
に、制御方式は、コントローラ１１内に実施する必要はないが、制御システム１０に関連
する一つ又は複数のフィールド装置またはその他の装置に存在する制御要素において実施
しうる。
【００５１】
　プロセス変数の非周期的な計測更新を使用することを伴う制御技法は、リセット寄与の
正帰還ネットワーク（またはその他のフィルタまたはルーチン）が非周期的な更新をまか
なうために修正変更される場合に使用しうる。特に、フィルタ１１６（またはその他のル
ーチン）は、最後に計算されたフィルタ出力が新しい計測が通信される（例えば、受信さ
れる）まで維持されるように構成される。新しい計測が受信された時点で、フィルタ１１
６は、最後のコントローラ出力（つまり、制御信号）および新しい測定値が通信されてき
てからの経過時間に基づいて新しいフィルタ出力を計算する。この制御技法の代表的な事
例を下記する。
【００５２】
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【数２】

この場合、
ＦN＝新規フィルタ出力
Ｆ N-1＝フィルタ出力最終実行＝最終新規計測後のフィルタ出力
Ｏ N-1＝コントローラ出力最終実行
ΔＴ＝新規値が通信されてからの経過時間
　このようにして、制御ルーチンは、新しい計測に基づいて制御入力を計算する際に、最
後の計測伝送に対して期待されるプロセス応答を考慮する。なおまた、結果として、トラ
ンスミッタは、上記される技法のような制御実行の各々全ての繰返し処理に対して更新が
提供されるとは限らない通信技法のいかなるものを実施しうる。ワイヤレス伝送を伴う通
信技法に関し、この技法は、ワイヤレス送信機およびその他の装置で消費される電力の量
を最小化できるようにする。
【００５３】
　なお、上記されるような閉ループ制御ルーチンのリセット寄与は、プロセスが定常状態
の挙動を示しているかなど様々な様態においてプロセス応答の正確な表現を提供しうる。
不動時間優性プロセスなどその他のプロセスは、後述のように、期待されるプロセス応答
をモデルとするルーチンに付加的な構成部分を導入することを伴いうる。一次系モデルに
よって適切に表わされるプロセスに関しては、一般に定数のプロセス時間がＰＩ（または
ＰＩＤ）コントローラの積分時間を決定するために使用される。より具体的には、積分時
間をプロセス時間定数と等しく設定した場合、一般にリセット寄与は、比例する寄与を取
り消し（キャンセルし）、それによって一定の時間をかけてルーチンが期待されるプロセ
ス応答を反映するようになる。このアプローチは、プロセス時間定数と同じ時間定数を有
するフィルタを有する正帰還ネットワークによりリセット寄与がもたらされる図４の代表
的な実施形態に反映されている。その他のモデルを利用しても良いが、正帰還ネットワー
ク、フィルタまたはモデルは、周知または近似のプロセス時間定数を有するプロセスの期
待される応答を決定するために便利な機構を提供する。
【００５４】
　例えば、開示される通信技法を伴うテストの所要時間中の通信数は９６％以上削減され
た。非周期的な計測更新の制御性能への影響も、前記修正変更済ＰＩアルゴリズムの使用
を通じて最小化された。より具体的に、周期的な計測更新と非周期的な更新の積分絶対誤
差（ＩＡＥ）の比較により、制御性能の違いを下表１に示す。
【００５５】
【表１】

　ＰＩＤ制御を要するプロセスについては、ＰＩＤ出力への微分寄与（「変化の割合」と
しても知られる）を、新しい計測が受信された時だけに再計算して更新するようにしても
良い。このような場合においも同様に、新しい計測の最後のものからの経過時間を微分計
算に使用しうる。
【００５６】
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　図４に示される如く、通信スタック８０および、いくつかの実施形態における更新検出
モジュール８２（図３）は、修正変更済フィルタ１１６のために新規値フラグを生成すべ
くトランスミッタ１０６からの着信データを処理する。新しいフィルタ出力がいつ計算さ
れるべきであるかを決定するため、またはそれをフィルタ１１６に伝えるために、修正変
更済フィルタ１１６に対して新規値フラグが提供される。
【００５７】
　ここで図５を参照するに、開示される制御技法に従って構成された代替的なコントロー
ラ（または制御要素）１２０は、様々な点で図４のコントローラ１１に類似する。よって
、両方のコントローラに共通の要素については類似した参照番号にて示すことにする。但
し、コントローラ１２０は、計測伝送間にて期待されるプロセス応答を決定するルーチン
に付加的な要素を組み入れる。この場合、プロセスは、相当量の不動時間を有することを
特徴としうるし、また結果としてユニットまたはブロック１２２が、不動時間補正用の制
御装置モデルに含まれる。一般には不動時間ユニット１２２の導入によって、プロセス応
答をより正確に表せるようになる。より具体的に不動時間ユニット１２２は、いかなる所
望の様式において実施しても良く、また、スミス予測器またはその他周知の制御ルーチン
に共通する方法を含みうるまたは利用しうる。
【００５８】
　図６は、制御信号への微分（または変化の割合の）寄与プロセス制御ルーチンに組み入
れられるという点で上記実施形態と異なる別の代替的なコントローラ（または制御要素）
１３０を表す。微分寄与は、代表的な制御方式に付加的なフィードバック機構を提供し、
それによって、場合によっては、比例・積分・微分（ＰＩＤ）制御方式が実施される。
【００５９】
　微分寄与は、積分寄与に関連して上述されるものに類似する方法でプロセス計測の非周
期的なもしくは利用不可能な更新をまかなうように構成される。また、最後の計測更新か
らの経過時間に基づいたものとなるように微分寄与を再構成しうる。このように、微分寄
与（およびこれに伴う出力信号）のスパイク（瞬時過渡現象）は回避される。
【００６０】
　微分寄与は、比例および積分寄与専用の要素と平行する加算器１０８から誤差信号を受
け取る微分要素または成分１３２により決定される。その他のＰＩＤ構成（例えば、直列
構成）を利用してもよいが、比例、積分および微分寄与は、図６に示される加え合せ交点
１３４にて加え合わせられる。
【００６１】
　さらに概して言うと、信頼性の低い伝送をまかなうため、計測更新が利用不可能である
場合を補うために、微分寄与は、通信スタック８０からの新規値フラグにより示されるよ
うに、計測更新が受信されるまで前回最後の決定値のまま維持される。この技法は、制御
ルーチンの正規実行速度または確立された実行速度に応じて周期的な実行を制御ルーチン
が継続することを可能にする。更新済計測の受信に際して、微分ゲイン要素１３２は以下
の方程式に従って微分寄与を決定しうる。
【００６２】
【数３】

この場合、
ｅN＝現行誤差
ｅN-1＝最終誤差
ΔＴ＝新規値からの経過時間
ＯD＝コントローラ微分項
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ＫD＝微分ゲイン因子
　微分寄与を決定するためのこの技法では、プロセス変数（つまり制御入力）のための計
測更新が、出力スパイク（出力の瞬時過渡現象）の生成なしに一回又は複数回の実行期間
の間に失われることがある。通信が回復されると、方程式中の項（ｅN－ｅN-1）によて、
微分寄与の標準計算において生成されたものと同じ値が生成されうる。但し、標準ＰＩＤ
技法については、微分決定における除数は実行期間ということになる。対照的に、開示技
法は、成功裡に受信された二つの計測間の経過時間を利用する。実行期間を上回る経過時
間で、開示技法は、標準のＰＩＤ技法よりも少な目の微分寄与（またそれよりも低いスパ
イク現象）を生成する。
【００６３】
　経過時間の決定を図る、通信スタック８０は、図６に示される微分寄与要素１３２に上
記の新規値フラグを提供しうる。代替的な実施形態には、新しい計測（または更新）のそ
れの値に基づいた検出が含まれうる、または伴いうる。また、比例または微分成分の計算
における誤差の代わりにプロセス計測を使用しても良い。さらに概して言えば、通信スタ
ック８０は、プロセス内のいかなるフィールド装置やコントローラ外部のプロセス制御要
素などを含むプロセスで通信用インターフェースを実施するためにいかなるソフトウェア
、ハードウェアまたはファームウェア（またはそれのいかなる組合せ）を含みうる、また
は導入しうる。
【００６４】
　図３～図６に関連して説明されるコントローラにより制御されるアクチュエータまたは
その他の下流要素はなおも、（特に、コントローラまたは制御要素から下流のアクチュエ
ータまたはその他の要素への通信がない期間以後に）急変動を伴う制御信号を受け取りう
る。これに伴う制御動作は、工場の稼動に打撃を与えるほど急激なものである場合も発生
し、また、このような急激な変化によって不適切なレベルに至る不安定状態を生じうる。
【００６５】
　コントローラと下流要素間における通信の損失による急激な制御変化の可能性について
は、制御信号へのフィードバック寄与（複数可）を決定する際に最後の実行期間中のコン
トローラ出力の代わりに実際の下流側データを組み入れることにより対処しうる。一般的
に言って、このような実際の下流データは、制御信号に対する応答のフィードバック指標
を提供するので、下流要素（例えば、プロセス制御モジュール）または制御信号を受け取
る装置（例えば、アクチュエータ）により計測または計算しうる。このようなデータは、
最後の実行からのコントローラ出力などの制御信号に対する暗示応答の代わりに提供され
る。図４～図６に示される如く、フィルタ１１６は、下流応答の暗示指標として制御信号
を受け取る。このような暗示データの使用により、アクチュエータなどの下流要素が制御
信号の通信を受け取り、よって制御信号に適切に応答していることが効果的に想定される
。また、実際のフィードバック・データは、被制御プロセス変数の計測などその他の応答
情報とも異なる。
【００６６】
　図７は、コントローラ１４０が制御信号に反応する下流の装置または要素からアクチュ
エータ位置データを受け取る代表的な実施形態を表す。下流の装置または要素は、大抵の
場合、アクチュエータ位置の計測を提供するアクチュエータと連絡を取り合う。さらに概
して言えば、下流の装置または要素は、ＰＩＤ制御ブロック、制御選択子、分配子、また
は制御信号により制御されるその他いかなる装置または要素と連絡を取り合いうる、また
はそれを含みうる。図示される代表的な事例において、アクチュエータ位置データは制御
信号に対する応答の指標として提供される。このように、アクチュエータ位置データは、
プロセス変数の計測更新が無くとも、制御ルーチンの継続的な実行の期間中にコントロー
ラ１４０により利用される。この目的を達成するために、フィルタ１４４は、着信フィー
ドバック・データ用のインターフェースを確立する通信スタック１４６を介してアクチュ
エータ位置データを受け取りうる。この代表的な事例において、フィードバック・データ
に含まれる制御信号への応答の指標は、アクチュエータ位置およびプロセス変数の二つで
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ある。
【００６７】
　前記実施形態のように、フィルタ１４４は、プロセス変数用の計測更新の欠如を伴う状
況をまかなうように構成される。同様に、フィルタ１４４はこのような欠如が伴う期間に
その出力を維持する。但し、計測更新の受信に際して、フィルタ１４４は、もはやその出
力を修正変更する際に制御信号のフィードバックに依存しなくなり、むしろ、アクチュエ
ータからの実際の応答データが以下のように利用される。
【００６８】
【数４】

この場合、
ＦN　＝新規フィルタ出力
ＦN-1＝フィルタ出力の最後の実行＝新規計測のうち最後のものの後のフィルタ出力
ＡN-1＝最後の実行時のアクチュエータ位置
ΔＴ＝新規値が通信されてからの経過時間
　制御信号に対する応答の実際の指標を使用することは、周期的な通信期間中とＰＩＤ制
御要素から下流要素（例えば、アクチュエータ）への非周期的な通信期間後（または通信
損失後）の両時期において、開示される制御技法の精度を改善させる際に有用となる。但
し、実際の応答情報の伝送は、（異なる装置において実施された場合）一般にフィールド
装置とコントローラ間におけるさらなる別の通信を要することになる。このような通信は
、上記のようにワイヤレスでありえ、よって、信頼性の低い伝送または電力制限の影響を
受け易い。その他の理由によっても、フィードバック・データが利用不可能であるという
状態が生じうる。
【００６９】
　下記の如く、開示技法は、このような応答情報が周期的にまたは適時に通信されない状
況にも対処できる。即ち、開示技法の用途を、プロセス変数の計測更新が無い場合に限定
する必要はない。むしろ、アクチュエータの位置または下流側制御要素の出力などその他
の応答情報の欠如を伴う状況に対処するために、開示技法を有利に利用しうる。さらにま
た、コントローラ（または制御要素）からフィールド装置（例えば、アクチュエータ）ま
たは別の制御要素（例えば、縦続接続ＰＩＤ制御、分配子、など）のような下流要素への
伝送の損失や延期またはその他の伝送利用不可能な状態を伴う状況に対処するためにも開
示技法を利用しうる。
【００７０】
　コントローラまたは制御要素への、またはコントローラまたは制御要素（つまり制御信
号）からの、付加的なデータ（つまり、応答情報または下流要素フィードバック）のワイ
ヤレスによる伝送またはその他信頼性の低い方法による伝送により、さらに別の通信問題
且つ又は課題の可能性が発生する。上述のように、下流要素（例えば、アクチュエータ）
からのフィードバックは、積分寄与（またはその他の制御パラメータまたは寄与）の決定
に関与する。この代表的な実施形態において、制御ルーチンは、上記実施形態においてフ
ィードバックされた一つのプロセス変数に依存するのではなく、むしろ二つのフィードバ
ック信号に依存する。なおまた、制御信号が下流要素に達しない場合、プロセスは制御方
式の利点を受けないことになる。これら信号のどちらか一つの伝送が遅延または損失され
うるので、ここに記載される技法はいずれのイベンチュアリティ（偶発性）を取り扱う。
【００７１】
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　フィルタまたはその他の制御計算に係わる応答情報の欠如は、フィルタ出力（または、
その他の制御信号成分）を更新が受信されるまで維持することにより対処しうる。その後
、前回最後の更新から経過した時間にわたり期待されるプロセス応答および下流要素のフ
ィードバック値（例えばバルブの位置など）の最後のものに応じて、フィルタ出力（また
はその他の制御信号成分）を修正変更しうる。
【００７２】
　制御信号が下流要素に達しない場合、下流要素からの応答情報（つまりフィードバック
）は変わらないことになる。そのような場合には、値が変化しないと、コントローラ（ま
たは制御要素）中の論理が、同様に値の変更が受信されるまでフィルタ出力（またはその
他の制御信号成分）を維持するようにトリガされうる。
【００７３】
　また、実際のフィードバック・データが所望のものでない、または利用不可能である、
といった事態においても開示技法を実施しうる。前者の場合は、制御信号への暗示応答の
使用による簡素性が有益となる状況において有利でありうる。例えば、実際のフィードバ
ック・データの通信は問題でありうる、または実用的でないかもしれない。後者の場合は
、上記のように位置計測データを提供するようには構成されていないアクチュエータまた
はその他の装置を伴いうる。旧式の装置にはこのような機能が備えられていないかもしれ
ない。
【００７４】
　このような装置を適合させるべく、暗示のまたは実際の応答情報を開示技法で使用でき
るようにするためのスイッチまたはその他の装置を備えうる。図８は、代表的な実施形態
であり、スイッチ１５２に連結されておりそれによって暗示および実際の応答情報を受け
取るコントローラ１５０を示す。この場合、開示される制御方式の実施形態は応答情報タ
イプの認知に依存しないのでコントローラ１５０は上述のコントローラのいかなるものと
同一なものでありうる。スイッチ１５２は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェ
アまたはそれのいかなる組合せにおいて実施されうる。スイッチ１５２の制御は、コント
ローラ１５０およびいかなる制御ルーチンの実施形態とは無関係でありうる。その代わり
として、もしくはそれに加えて、コントローラ１５０は、スイッチ１５２を構成するため
の制御信号を提供しうる。その他の実施形態において、スイッチ１５２は、コントローラ
自体の一部として実施しうるし、場合によっては通信スタックの一部またはコントローラ
の別の一部分として統合されうる。
【００７５】
　前記実施形態のいかなるものにおいて、コントローラは、計測更新の受信の際にタイム
スタンプまたはその他の時間指標を利用しうる。これらの場合、その後に、計測更新が受
け取られた時点を決定するために更新フラグを使用するのではなくむしろタイムスタンプ
に応じて上記フィードバック寄与の一つ又は複数のいかなるものを修正変更しうる。（よ
って、タイムスタンプを更新フラグとして使用しうる。）例えば配送遅延により受信時刻
が測定時刻と著しく異なる場合に、この技法が有用となりうる。例えば、複数のノードま
たは中継器間を経由してワイヤレス送信を行わなければならないなど、多種多様な原因に
より配送遅延が生じうる。たとえ伝送および受信の条件が適切な場合でも、各ノードまた
は中継器は有限遅延を招きうる。悪条件にある間、ノードまたは中継器は、データ伝送の
成功を容易にするために、格納・保留および公開シーケンス（またはその他の手順）を有
しうる。これらの理由で、配送遅延またはその他の遅延は著しい範囲で変動しうる。タイ
ムスタンプは、それ無しでは変動遅延から生じるとされる誤差を回避するのに役立てるこ
とができる。
【００７６】
　タイムスタンプが追加されたデータを利用する実施形態において、フィードバック寄与
は、経過時間パラメータ（ΔＴ）を二つの連続するタイムスタンプ間の違いとして決定す
る。即ち、経過時間パラメータは、二つの連続する計測更新通信により受信されたタイム
スタンプにより示される時価の違いを計算することにより決定される。
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【００７７】
　場合によっては、コントローラが、計測更新に通信されたタイムスタンプを使用しない
ようにすることもある。一事例としては、データが制御ルーチンの各周期的実行中の適切
な時点において発行される場合、コントローラは、著しい遅延は生じていないと判断し、
その後実行期間を利用して経過時間パラメータを決定する。着信通信を分析するための同
技法は、経過時間パラメータを決定する際に受信時刻に依存しうるかどうかを判断するた
めに利用しうる。
【００７８】
　上述の実施形態により示される如く、制御信号への期待プロセス応答の決定をつかさど
るフィードバック、フィルタまたはその他のルーチンは、残りのプロセス制御ルーチンか
らいかなるオフセットまたはその他の誤差を取り除くのに役立つような、いかなるタイプ
のモデル、ネットワークまたはプロセス制御要素のその他の配置方式を伴いうる。このよ
うに、開示技法は、種々様々な異なるプロセスによく適しており、一次系挙動を示すプロ
セスに限定されない。全く反対に、開示技法は、異なるモデル、フィルタまたはブロック
が期待プロセス応答の決定に関与する状況や条件に適用でき、プロセスモデルが極めて正
確な状況における使用だけに必ずしも限定されない。
【００７９】
　上記通信技法は、プロセス制御活動に連結した状態で、またはそれと共に使用されるも
のとして説明されているが、類似した技法を、例えばプロセス監視システムにて生じる通
信数を低下させる目的で、プロセス変数またはその他のデータの監視にも適用することが
できる。このようなプロセス監視システムには、例えば、プロセス工場や保守および制御
ユーザーインタフェース、アプリケーションなどにおける問題または悪条件を検出するた
めに使用されるシステムが含まれうる。例えば、図３のプロセス制御システム１０には、
フィールド装置１５～２２またはトランスミッタ６０～６４からのデータ、計測またはそ
の他の情報を監視するプロセス監視アプリケーションをオプションとして含みうる。フィ
ールド装置１５～２２またはトランスミッタ６０～６４から収集された監視データは、プ
ロセス制御システム１０の様々な部分により、フィールド装置またはトランスミッタを監
視するための監視アプリケーションに伝送されうる。監視アプリケーションは、プロセス
制御システム１０の様々な部分に設けうる。例えば、フィールド装置１５～２２またはト
ランスミッタ６０～６４からの監視データを、プロセス制御ルーチンまたは制御ループ内
の入力として使用するためにコントローラ１１中の監視アプリケーションに伝送しうる。
あるいは、このような監視データをワークステーション１３の一つに伝送しうる。また、
ワークステーション１３において、当該データが処理されうる、且つ又は表示ディスプレ
イ１４の一つを介して工場人員またはその他のエンドユーザに表示されうる。フィールド
装置１５～２２またはトランスミッタ６０～６４から、直接ワークステーション１３へ送
るか、またはコントローラ１１またはその他の何らかの媒介装置を通じてワークステーシ
ョン１３へ送るかのいずれかの方法で監視データを伝送しうる。また、フィールド装置１
５～２２またはトランスミッタ６０～６４のいかなるものに設けられている一つ又は複数
の監視アプリケーションにも監視データを伝送しうる。監視アプリケーションは、一つ又
は複数のフィールド装置１５～２２、トランスミッタ６０～６４、且つ又はプロセス制御
システムのその他のユニットから入力を受け入れるように構成されうる。例えば、フィー
ルド装置１５～２２およびトランスミッタ６０～６４の各々から入力を同時に受け入れる
ように監視アプリケーションを構成しうる。
【００８０】
　監視アプリケーションは、監視データを受け取り且ついかなる周知または所望の様態で
監視データを処理且つ又は表示するところの、様々な構成またはアーキテクチャのソフト
ウェア、ファームウェア且つ又はハードウェアでありうる。当然のことながら、多岐にわ
たるソフトウエアプログラム、アルゴリズムまたはプログラミング法、且つ又はハードウ
ェアシステム設計、回路構成またはアーキテクチャを監視アプリケーションに構成しうる
（含みうる）ことが可能であることは明らかである。
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【００８１】
　一構成におけるフィールド装置１５～２２且つ又はトランスミッタ６０～６４は、トラ
ンスミッタ装置（送信器）を収納してさえいれば、監視アプリケーションに通信および監
視データを送信しうる。この場合、監視アプリケーションを格納および実施する装置は、
受信器を収納してさえいれば、フィールド装置１５～２２且つ又はトランスミッタ６０～
６４から通信および監視データを受信できる。但し、フィールド装置１５～２２、トラン
スミッタ）６０～６４または監視アプリケーションのいかなるものは、送信と受信の両方
向通信ができる送受信器を収納し、よりフレキシブルな通信アーキテクチャを提供できる
ようにも構成できる。
【００８２】
　ここに記載される監視データは、感知または測定されたパラメータを直接に示すデータ
または信号でありうるし、あるいは、例えば測定または感知された信号に基づいてコンピ
ュータまたはその他の装置により生成されたデータでありうる。よって、監視データは、
監視データを生成するフィールド装置またはその他の装置内における処理ルーチンの一部
（一式の受信データの様々な統計的尺度またはパラメータを計算する統計処理ブロックま
たはルーチン、または、機能ブロック、制御ルーチンまたはその他いかなる処理モジュー
ル、など）として定期的にまたは非定期的に生成されたデータでありうる。この場合、監
視データは、例えばプロセス信号の受信または計測に基づいて、定期的に、または非定期
的に生成されうる。但し、このようにして生成された監視データは、プロセス変数または
その他のプロセス信号の受信または計測に基づく必要はなく、その他のトリガの結果生成
されるようにしても良い。プロセッサまたはその他の処理装置は監視データを取得または
生成しうる。また、プロセッサは、監視アプリケーションなど、プロセッサ上で実行する
ように構成されたソフトウェア、コード、ファームウェア、またはその他の命令を実行し
うる。マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）
、凡用プロセッサ、プログラム可能論理、またはその他、データ処理能力を有するアナロ
グまたはデジタル・ハードウェア・コンフィギュレーションを含む（但し、それに限定さ
れない）いかなる従来型のものをプロセッサに使用しうる。
【００８３】
　いかなる場合も、トランスミッタまたはその他の装置は、特定の条件が満たされる場合
に非周期的な方法で、更新済監視データを、コントローラ１１内、ワークステーション１
３内、またはフィールド装置１５～２２またはトランスミッタ６０～６４内の監視アプリ
ケーションに提供するようにプログラムされうる。一実施形態において、監視データ値が
事前定義された閾値以上（例えば、有意義と見なされる量）変化した時は常に、新しい計
測または監視データ値が監視アプリケーションに伝送される。別の実施形態において、最
後の監視データ通信から経過した時間がデフォルトのリフレッシュ時間を越えた時に、新
しい監視データ値が監視アプリケーションに伝送される。もちろん、監視データ値が事前
定義された閾値以上変化した（ある離散値から別の離散値に変わることを含みうる）時は
常に、または、監視データの最後の通信以来経過した時間がデフォルトのリフレッシュ時
間を越えた時は常に、新しい監視データ値が監視アプリケーションに伝送されるように、
これらの方法を両者とも同時に使用することも可能である。これらの伝送方式および手順
の使用によって、トランスミッタと監視アプリケーション間の通信の著しい減少が達成さ
れうるので、プロセス制御システムの監視に関する面での通信に要される電力要求を大幅
に削減することができる、または、特定の配線接続式またはワイヤレス式のチャネル、も
しくは両方式によるチャネルでの通信に要求される帯域幅を大幅に削減することができる
。
【００８４】
　一事例においは、監視データ値が事前定義された閾値以上変化した場合に監視アプリケ
ーションに対して新しい測定値を直ちに伝送しうる。この技法によって、監視データ値の
いかなる有意義な変化を監視アプリケーションに直ちに通信することが可能になる。従来
アナログ測定値の場合、図２のプロセス出力４６のグラフに関して示されるところのプロ
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セス応答時間より４～１０倍速い速度でトランスミッタが定期的に監視データ（この場合
は計測データ）をサンプリングしうる。新しい監視データ値と最後に伝送された監視デー
タ値の間の違いの絶対値が、指定された閾値より大きい場合、新しい監視データ値が伝送
される。例えば、フィールド装置１５～１８などの標準４～２０ｍＡ装置は一般にアナロ
グ回線を通じて通信する。これらフィールド装置に関連するトランスミッタは、これら標
準装置からのアナログ読取り値をサンプリングしうるとともに、アナログ信号の変化を前
回送信された信号と（または違いを決定するための閾値と）比較するルーチンを含みうる
。最後に伝送された値以降にアナログ信号の絶対値が事前定義された閾値以上変化した場
合、トランスミッタは、新規読取り値のデジタル化された表現を監視データとして監視ア
プリケーションに伝送することになる。
【００８５】
　デジタルシステムにおいては、離散値の変化と報告された新しい測定値間の最大時間間
隔の設定に基づいて、トランスミッタが定期的に離散的な測定値をサンプリングしうる。
例えば、トランスミッタは、離散値の更新率と同じまたは類似した割合で、定期的に離散
的な測定値をサンプリングしうる。サンプリングされた離散値が、最後に伝送された値以
降に、事前定義された閾値を越えた場合には、トランスミッタが新しい離散値を監視アプ
リケーションに伝送することになる。
【００８６】
　場合によっては、特定のフィールド装置または複数のフィールド装置のための測定値は
、長期間にわたり認めうるほどの変化を示さないかもしれない。このような場合、最後の
通信からの経過時間がデフォルトのリフレッシュ時間を越えた時に、新しい計測または監
視値（例えば、アナログ信号の離散的なデジタル値またはデジタル化された表現）が、監
視アプリケーションに伝送されうる。計測のためのリフレッシュ（またはデフォルト）時
間は、フィールド装置間で異なりうるし、または監視アプリケーションまたはユーザが特
定のフィールド装置またはプロセスからのフィードバックをどれほどの頻度で必要とする
かに依存しうる。リフレッシュ周期は、最後の測定値伝送からの経過時間を含む伝送時間
間隔に基づいて決定されうる。また、リフレッシュ周期は、測定値がフィールド装置によ
り測定されてからの（または、測定値がフィールド装置により生成されてからの）経過時
間にも基づきうる。一般的に言って、確実に監視アプリケーションが、少なくとも特定の
間隔で監視データ値を受け取るようにし、且つこのような値を受信することによって、通
信が今までどおり生じることおよびシステムが正常に動作していることを判断できるよう
にするために、デフォルトまたはリフレッシュ時間経過後の心拍信号の伝送が、計測更新
が存在しない期間の後にインテグリティ（一貫性）チェック、またはオーバーライドの役
割をする。心拍信号の伝送は単に、フィールド装置と通信路が正常に動作しており通信が
正しく伝送されていることを示す。リフレッシュ時間後に監視アプリケーションが更新済
のまたは新規の監視データ値を全く受信しないと、システム内に通信問題またはその他の
問題が存在する可能性のあることを示すアラームまたは警報を監視アプリケーションが生
成しうる。例えば、それは単なる特定のフィールド装置に対応する固有の識別子信号の伝
送、先に伝送された監視値の再送信、または次のまたは最近の測定値のうち以前伝送され
ていないものの伝送でありうる。
【００８７】
　測定値用に事前定義された閾値且つ又はリフレッシュ時間は、例えば製造メーカまたは
ユーザにより、フィールド装置のタイプまたは測定タイプをはじめとする多種多様なパラ
メータに基づいて設定されうる。例えば、温度測定用に製造メーカにより設定されたデフ
ォルトのあらかじめ定められた閾値は、流量測定用にあらかじめ定められたデフォルトの
閾値変化値より小さいものでありうる。さらに、プロセスにおいて瞬時に変化しうる変数
を測定するフィールド装置のリフレッシュ時間は、むしろゆっくりと変化するプロセス変
数を測定するフィールド装置のものよりも短いリフレッシュ周期を有しうる。さらに、監
視データ値に対して事前に定義された閾値且つ又はリフレッシュ時間は、それ以降にエン
ドユーザによって、個々のシステム要求に適合するように、例えば特別の監視要求を適合
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するように修正変更しうる。事前定義された閾値且つ又はリフレッシュ時間は、ソフトウ
ェアまたはハードウェアを通じてエンドユーザによって変更するようにしても良い。例え
ば、エンドユーザは、事前定義された閾値且つ又はリフレッシュ時間を変更する指示を、
ワークステーション１３でそれの命令を入力することにより、またはコントローラ１１に
おけるソフトウェアまたは設定を変えることにより、あるいはフィールド装置１５～２２
またはトランスミッタ６０～６４における設定を直接変更することにより、システムに対
して命令しうる。
【００８８】
　工学単位の代わりに生の（未処理・未変換の）値を使用して測定値の変化を検出するこ
とにより、プロセス制御システムにおける通信用の電力要求をさらに低減できる。生の値
または単位は、通常変換（スケーリング）された電気的値（通常、電圧または電流）とし
て測定値を表したものである。例えば、圧力を監視する標準４～２０ｍＡ ＨＡＲＴフィ
ールド装置においては、フィールド装置が、測定された圧力をパスカルで表わした４ｍＡ
から～２０ｍＡの間の値を測定または伝送できる。該４～２０ｍＡの値は、原単位で表わ
された生の値、具体的には電流（ｍＡ）を示す。対応するパスカルでの値は工学単位であ
る。特定の工学単位に対応する生の値はフィールド装置に特有のものである。単純な数式
によって、４～２０ｍＡ値を生の値からそれに対応する工学単位（パスカル）での値に変
換することが可能になる。一構成において、アナログ・フィールド装置であるトランスミ
ッタは、新しい監視データ値が送信されるべき状態であるかどうかを判断する前に、温度
（例えば、摂氏）または圧力（例えば、パスカル）などの工学単位値にフィールド装置か
らの生の値を変換する代わりに標準４～２０ｍＡ　ＨＡＲＴフィールド装置からの生の値
のアナログ読取り値を使用して新しい監視データ値を伝送するかどうかについての決定を
なしうる。プロセス制御システム１０内通信の電力需要に加えて、トランスミッタが測定
値にアクセスする且つ又はそれを処理するために必要とする電力がもう一つの重要な電源
条件となりうる。トランスミッタが測定値にアクセスする且つ又はそれを処理する頻度が
多いほど、トランスミッタの電力要求が増大する（且つ、バッテリ寿命が短くなる）。実
際のところ、新規測定値を取得するのに必要な処理時間の多く（よって、消費された処理
能力の多く）が、生のサンプリングされた測定値を工学単位値に変換するために使用され
る。サンプリングされた測定値を工学単位に変換する必要なく生のサンプリングされた測
定値を事前定義された（原単位における）閾値と比較できる能力によって、トランスミッ
タの電力要求が著しく削減される。この技法を図９Ａおよび図９Ｂに示す。
【００８９】
　図９Ａに示される一実施形態において、プロセス制御システム１０内のトランスミッタ
６０～６４は、事前に工学単位で定義された閾値を使用する。この場合、トランスミッタ
６０～６４は、測定値をサンプリングし（項目１６０）、測定値を生の値または単位から
工学単位に変換し（項目１６１）、最後に測定値が伝送されてからの変換済み測定値の変
化を測定してから該変換済み測定値の違いを閾値と比較（項目１６２）しなければならな
い。変換済み測定値の変化が事前定義された閾値を越える場合には、そのサンプリングさ
れ且つ変換された新規測定値が、監視アプリケーションに伝送され、最後に伝送された測
定値として格納される（項目１６３）。
【００９０】
　あるいは、図９Ｂに示されるように、プロセス制御システム１０内のトランスミッタ６
０～６４は事前に原単位で定義された閾値を使用する。この場合、トランスミッタ６０～
６４は、原単位での測定値を単にサンプリングし（項目１７０）、その後で原単位におけ
る測定値を（１７４で示されるように同じく原単位にした）閾値と比較する（項目１７１
）。両者の違いが閾値を越える場合、またはリフレッシュ時間が既に経過している場合に
は、トランスミッタ６０－６４は、原単位の測定値を適切な工学単位値に変換し（項目１
７２）、工学単位で測定値を伝送しうる（項目１７３）。図９Ａと図９Ｂの両図において
、処理能力および電力を最も消耗する段階は、サンプリングされた値を原単位から工学単
位に変換する段階（項目１６１と項目１７２）である。図９Ａに示されるプロセスは、測
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定値がサンプリングされる度に項目１６１でサンプリングされた値を原単位から工学単位
に変換する処理を実行する。図９Ｂに示されるプロセスは、１７２における該サンプリン
グされた値の原単位から工学単位への変換を、その値が伝達されるべき場合のみに実行す
る。よって、図９Ｂ中の変換は、図９Ａ中の変換よりもかなり少ない頻度で実行されるの
で、処理能力と消費電力が著しく節約されることにつながる。さらに電力を削減するため
に、システムは生の（未変換の）装置計測だけを伝送してから、コントローラやユーザー
インタフェースなどのホストまたはゲートウェイ装置で様々な変換（変換、線形化、スケ
ーリング、など）を実行するようにしても良い。工学値はおそらく３２ビットまたは６４
ビットになるのに対して生のＡ／Ｄ変換済み信号は１２－１６ビットでありえること、収
集する装置が様々なデータの操作を実行する間に電力を消費する必要はないこと、などを
はじめとしてこの技法はいくつかの利点を提供できる。
【００９１】
　測定値と閾値の原単位での比較は、いろいろな方法で達成しうる。事前定義された閾値
は、例えば製造メーカによりあらかじめ設定されうる。製造メーカによってあらかじめ設
定された値が工学単位で、または工学単位での増減率（パーセント変化）で提供される場
合、トランスミッタ６０～６４は当該のあらかじめ設定された値を原単位に変換する。ま
た、ユーザがそれに引続いて、工学単位で、または工学単位での増減率（パーセント変化
）で事前定義された閾値を入力または変更すると、ワークステーション１３、コントロー
ラ１１、フィールド装置１５～２２またはトランスミッタ６０～６４をはじめとするシス
テムのいかなる部分によって、事前定義された閾値が原単位に変換され、適切なトランス
ミッタに格納される。ユーザ提供の事前定義閾値はルックアップ表またはその他のメモリ
に格納されうる。製造メーカによりあらかじめ設定またはユーザに入力されて事前に定義
されたスケーリング変換は、最後に伝送された（原単位の）測定値およびルックアップ表
を使用して決定されうる。例えば、トランスミッタは、原単位にてサンプリングされた測
定値およびそれに対応する事前定義された原単位の最低閾値の一覧を含む表にて、現行の
サンプリングされた（原単位の）測定値を参照しうる。原単位におけるサンプリングされ
た測定値と最後のトランスミッタ測定値との間の違いの絶対値が、対応する事前定義され
た最低閾値（特定の生の値の表に含まれる）を越える場合、サンプリングされた測定値が
監視アプリケーションに伝送されるはずである。図９Ｂに示されるこの実施形態において
、新規測定値については、その値が監視アプリケーションに伝達されることになっている
場合のみ、例えば、報告された値のリフレッシュ時間を超えた場合のみ、または生の測定
値が事前定義された閾値を越えた場合のみに、新規測定値が工学単位に変換される。（あ
るいは、上記されるように、生の値が伝送されて、ホスト装置または受信装置で変換が実
行されうる。）この図９Ｂに示される方法を使用することにより、トランスミッタの電力
消費量要求が著しく削減されうる。サンプリングされた値の原単位から工学単位への変換
は、サンプル測定値が伝送される場合のみ必要である、または全く必要ない。
【００９２】
　上述のように、開示技法は、過剰サンプリング・プロセス変数の必要性、または過剰に
サンプリングされたプロセス変数を伝送する必要性を回避するようなプロセス制御および
監視構成をサポートし、それによって、ワイヤレス通信およびその他の（規則的に、また
は制御実行期間と同じくらい頻繁に、測定値を利用出来ないかもしれないといった）トラ
ンスミッタの事態（シナリオ）の使用を図る。要するに、開示される通信または伝送技法
は、プロセス制御ルーチンの実行または監視アプリケーションの実行に向けて計測データ
またはその他の監視データを絶えず伝送しなければならないといった状態を回避する。ト
ランスミッタ（またはその他のフィールド装置）の設計における開示される変化および制
御改良の結果、計測値またはその他の監視データ値は、一般に（最後に通信された値以降
の）有意義な変化のみを通信するように、またはリフレッシュ時間後に伝送される。結果
として、トランスミッタ通信頻度とデータ伝送に使用される電力量の両方が著しく低下す
る。
【００９３】
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　もちろん当然のことながら、場合によっては装置が、複数の異なる計測（つまり異なる
信号の計測）を収集および監視しうる、且つ、ここに記載される同じ伝送技法を、これら
の一つ又は複数の計測の各々に対して使用することが可能である。さらにまた場合によっ
ては、計測を収集する装置によって高度解析（例えば、誤差検出分析、同調分析、など）
またはデータの計測を実行でき、完全な分析結果を送信するか、ある一つの状態について
の結果を送信するか、または、次のサンプリング・サイクルまで信号の伝送を待つかどう
かを決定するために、ここに記載される同じ通信技法を適用することが可能である。
【００９４】
　本開示のいくつかの態様によると、コントローラと、フィールド装置（複数可）または
プロセス制御システムのその他の要素との間の複数の異なるワイヤレス（または他の）通
信が遅延又は損失するといった望ましくない状況や条件においてここに記載される技法を
適用しうる。しかるべく、コントローラとトランスミッタ間およびコントローラとアクチ
ュエータ間の通信問題に関する前述の実施例については、本来代表的なものに過ぎないと
いう理解のもとに説明する。さらに、通信に関与するパラメータは、制御ルーチンにより
制御されるプロセス変数に限定されず、それとは反対に、測定またはフィードバックされ
る、もしくは制御ルーチンまたは監視ルーチンにより使用に向けて通信されるパラメータ
のいかなるものに関係する通信に関連して開示技法を適用しうる。結果として、上記され
る応答情報（つまり、プロセス変数計測およびアクチュエータ位置）については、本来代
表的なものに過ぎないという理解のもとに説明する。制御信号への応答を示すその他のデ
ータに関係する通信問題も、開示技法により対処しうる。結果として、制御ルーチンの下
流側にある要素（例えば、フィールド装置、別のプロセス制御ルーチン、など）からのデ
ータのいかなる通信が関与しうる。
【００９５】
　全ての場合とは言えないが、いくつかの場合においては、伝送を行っている装置の電力
消費量が通信不足の理由となりうる。発動などその他の目的に大量の電力を要するフィー
ルド装置の場合とは異なり、他の事例においてはデータ伝送に利用される電力を節約する
ことが課題とされない。それにもかかわらず、上記のように望ましくない環境因子または
その他の悪条件により、または例えばワイヤレスネットワーク上データのトラフィック負
荷が高いなどその他のいかなる理由により、通信の損失や遅延が生じたり、通信が間欠状
態、不規則もしくは利用不可能な状態になるといった事態が生じることもある。
【００９６】
　開示される方法、システムおよび技法は、ある特定のワイヤレス・アーキテクチャまた
は通信プロトコルのいかなるものに限定されずに実施できる。適切なアーキテクチャおよ
び通信サポート方式の代表的なものが、２００５年６月１７日に出願された「Wireless A
rchitecture and Support for Process Control Systems（仮訳：プロセス制御システム
のためのワイヤレス・アーキテクチャおよびサポート）」と題される米国特許出願第１１
／１５６，２１５号に記載されている。なお、該出願の開示全体は、参照することにより
本稿に援用されるものとする。事実、制御ルーチンへの開示される修正変更は、制御ルー
チンが周期的な状態において実施されるが各制御繰返し処理に対してプロセス変数計測更
新を伴わない状況や条件のいかなるものに良く適している。その他の代表的な状況や条件
としては、サンプリングされた値が例えばアナライザにより不規則に提供される（または
、むしろまれにしか提供されない）、もしくは実験用のサンプルを介して提供される場合
が挙げられる。
【００９７】
　開示技法の実施は、単一入力、単一出力ＰＩまたはＰＩＤ制御ルーチンとの使用に限定
されず、むしろ複数の異なる多重入力且つ又は多重出力制御方式および縦続接続制御方式
 (cascaded control schemes) において適用しうる。さらに概して言えば、開示技法は、
モデル予測制御（ＭＰＣ）など、一つ又は複数のプロセス変数、一つ又は複数のプロセス
入力またはその他の制御信号を伴ういかなる閉ループモデルを基盤とした制御ルーチンの
状況や条件においても適用しうる。
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【００９８】
　「フィールド装置」という用語は本稿において幅広い意味で使用されており、複数の装
置または装置の組合せ（つまり、トランスミッタ／アクチュエータ複合型など、多機能を
提供する装置）、並びに制御システム内の機能を実行するその他いかなる装置（複数可）
を含む。いかなる場合も、フィールド装置は、例えば、入力装置（例えば、例えば温度や
圧力、流量などのようなプロセス制御パラメータを示す状態や計測またはその他の信号を
提供するセンサおよび計測器などの装置）並びに、コントローラ且つ又はその他のフィー
ルド装置から受け取った命令に応答して個々の動作・処置を実行する制御オペレータまた
はアクチュエータなど、を含みうる。
【００９９】
　ここに記載されるソフトウェアのいかなるものは、実施時、磁気ディスク、レーザーデ
ィスクまたはその他の記憶媒体または、コンピュータやプロセッサのＲＡＭまたはＲＯＭ
などのいかなるコンピュータ可読メモリに格納されうる。さらに、いかなる周知または所
望の配送方法（例えば、コンピュータ可読ディスクまたはその他の可搬コンピュータ記憶
機構に保存して、あるいは、電話回線、インターネット、ワールド・ワイド・ウェブ、そ
の他のローカルエリアネットワークまたは広域ネットワークなどの通信チャンネルを通し
て、など）を使用して、ユーザやプロセス工場またはオペレーターワークステーションに
このソフトウェアを提供しうる。（なお、このような配送は、可搬型記憶媒体を介して該
ソフトウェアを提供するのと同じ又は類似的な意味を持つと見なされる。）さらに、この
ソフトウェアは、変調または暗号化無しに直接提供されうる、又は、通信チャンネルを通
じて伝送される前に、適切な変調搬送波且つ又は暗号化技法のいかなるものを使用して変
調且つ又は暗号化されうる。
【０１００】
　上記において、特定の実施例を参照して本発明を説明したが、該特定の実施例は単に本
発明を例証する実施形態に過ぎず、本発明を限定するものではない。よって、通常の技術
を有する当業者にとっては、本発明の精神と範囲から逸脱することなく、ここに開示され
る実施形態に変更、追加または削除が生じうることが明らかであろう。
【０１０１】
　本開示のシステムと方法は様々な形における実施形態を受け入れる余地があるが、本開
示は、本発明の実施形態を例示するためのものであり、ここにおいて記載および図示され
る本発明の特定な実施形態を限定するものではないという前提のもとに、本発明における
特定の実施形態のみが図面に示されている、および上述されている。
【０１０２】
「関連出願の相互参照」
　本出願は、２００５年１０月２５日出願の「Non-periodic Control Communications in
 Wireless and Other Process Control Systems（仮訳：ワイヤレスおよびその他のプロ
セス制御システムにおける非周期的な制御通信）」と題する出願書（出願番号１１／２５
８，６７６）の一部継続出願であるところの、２００６年８月４日出願の「Process Cont
rol With Unreliable Communications（仮訳：低信頼性の通信を伴うプロセス制御）」と
題する出願書（出願番号１１／４９９，０１３）の一部継続出願である。なお、前記両出
願の開示全体を、ここに参照することにより本稿において明示的に援用するものとする。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本開示の一態様に則りコントローラおよび複数のフィールド装置間の配線接続を
介して伝送される非周期的なまたは低頻度の制御通信を利用して一つ又は複数の制御ルー
チンを実施するように構成されたコントローラ（または制御要素）を有するプロセス制御
システムの概略図である。
【図２】プロセス入力へのプロセス応答（つまり、制御信号）を表すプロットと、計測伝
送と制御実行が繰返し処理される代表的な事例とによって、図１のコントローラ（または
制御要素）による制御ルーチンの実施のグラフィック表示を示す図である。
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【図３】開示の一態様に則りコントローラと複数のフィールド装置間の、またはフィール
ド装置間のワイヤレス関係を介して伝送される非周期的なまたは低頻度の制御通信を利用
して一つ又は複数の制御ルーチンを実施するように構成されたコントローラ（または制御
要素）を有するプロセス制御システムの概略図である。
【図４】制御実行率よりも低頻度のプロセス計測のワイヤレスまたは非周期的、あるいは
その他の伝送にもかかわらずプロセスを制御するためにコントローラがプロセス入力信号
（または制御信号）を生成するところの、一実施形態による図１または図３のいずれかの
コントローラ（または制御要素）の概略図である。
【図５】プロセス且つ又は計測遅延を有するプロセスを制御するように構成された代替的
な実施形態によるコントローラ（または制御要素）の概略図である。
【図６】微分（または変化の割合の）寄与を有する制御ルーチンを介してコントローラが
制御信号を生成するところの、別の実施形態による図１または図３のいずれかのコントロ
ーラ（または制御要素）の概略図である。
【図７】制御信号により制御されるフィールド装置や制御要素またはその他の下流装置に
より提供されたデータに基づいて決定される制御信号をコントローラが生成するところの
、さらに別の実施形態による図１または図３のいずれかのコントローラ（または制御要素
）の概略図である。
【図８】制御信号により制御されるフィールド装置または制御要素に対する実際のまたは
暗示データのいずれかから積分（またはリセット）寄与を決定するように構成できる制御
ルーチンを介して制御信号をコントローラが生成するところの、さらに別の実施形態によ
る図１または図３のいずれかのコントローラ（または制御要素）の概略図である。
【図９Ａ】工学単位または生の（未処理・未変換の）値における閾値限界を用いてフィー
ルド装置からの測定値の処理方法を比較するフローダイヤグラムである。
【図９Ｂ】工学単位または生の（未処理・未変換の）値における閾値限界を用いてフィー
ルド装置からの測定値の処理方法を比較するフローダイヤグラムである。
【符号の説明】
【０１０４】
１０　プロセス制御システム
１１　コントローラ
１５～２２　フィールド装置
２４　メモリ
２６、２８　Ｉ／Ｏ装置
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